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は
じ
め
に

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
と
は
、
も
と
も
と
王

に
よ
る
教
会
や
修
道
院
な
ど
の
宗
教
共
同
体
へ
の
土
地
や
特
権
の

譲
渡
を
記
録
す
る
目
的
で
一
葉
の
獣
皮
紙
に
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ

た
も
の
で
、
結
果
的
に
受
領
者
に
と
っ
て
そ
の
土
地
の
権
利
証
書

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
文
書
の
こ
と
で
あ
る
（
1
）
。
７
世
紀
後

半
（
2
）か
ら
ノ
ル
マ
ン
征
服
（
一
〇
六
六
年
）
ま
で
の
チ
ャ
ー
タ
ー
は

約
一
五
〇
〇
通
現
存
し
、
う
ち
約
二
〇
〇
通
が
一
葉
の
獣
皮
紙
の

形
で
し
か
し
多
く
は
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
全
部
あ
る
い
は
一
部
の

写
し
か
要
約
の
形
で
転
写
さ
れ
現
存
し
て
い
る
（
3
）
。

カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
と
は
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
に
よ
れ
ば
「
土
地
保
有
者

に
よ
り
彼
ら
土
地
保
有
者
の
個
人
な
い
し
は
団
体
と
し
て
の
権
利

の
証
拠
と
し
て
保
管
さ
れ
た
チ
ャ
ー
タ
ー
や
他
の
文
書
の
登
録
簿

（
レ
ジ
ス
タ
ー
（
4
）
）」
で
あ
り
、
鶴
島
博
和
氏
は
よ
り
広
義
に
と
ら
え

「
他
者
と
の
関
係
を
律
す
る
行
為
な
い
し
は
そ
の
規
範
を
記
録
し

た
文
書
の
受
領
側
の
写
し
の
保
存
集
（
5
）
」
と
定
義
し
て
い
る
（
6
）
。
現
存

カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
一
三
四
四
の
う
ち
最
古
の
も
の
は
一
一
世
紀
の

ウ
ス
タ
ー
司
教
座
「
ヘ
ミ
ン
グ
の
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
」
で
あ
り
、

そ
の
後
一
四
世
紀
に
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
作
成
は
最
盛
期
を
迎
え
る

が
、
一
五
世
紀
に
は
減
少
に
転
じ
、
一
六
世
紀
修
道
院
解
散
と
共

に
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
作
成
は
終
わ
る
。

カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
収
録
さ
れ
た
チ
ャ
ー
タ
ー
に
は
偽
作
問
題

が
つ
き
ま
と
う
。
そ
れ
は
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
作
成
時
に
、
何
ら
か

の
事
情
に
よ
り
在
っ
て
し
か
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
た
チ
ャ
ー
タ
ー

を
創
作
、
あ
る
い
は
目
の
前
の
チ
ャ
ー
タ
ー
に
加
筆
・
削
除
・
合

成
な
ど
の
修
正
を
加
え
転
写
し
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
い
は
被
転
写
チ
ャ
ー
タ
ー
自
体
が
す
で
に
創
作
さ
れ
修
正
を

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

│
│
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
の
場
合
│
│

近

藤

佳

代

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

六
七
（
三
八
三
）



受
け
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
本
稿
で
は
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院

カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
を
例
に
と
り
、
そ
こ
に
収
録
さ
れ
た
ア
ン
グ

ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
試

み
る
も
の
で
あ
る
。

サ
マ
セ
ッ
ト
州
中
央
部
、
パ
レ
ッ
ト
川
が
ヨ
ー
川
と
分
岐
す
る

南
に
か
つ
て
三
角
州
が
あ
り
そ
の
一
つ
の
小
島
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー

の
フ
ロ
ダ
（
院
長
）
に
六
九
三
年
ウ
ェ
セ
ッ
ク
ス
王
イ
ネ
（
在
位

六
八
八
年
―
七
二
六
年
）
が
四
〇
ハ
イ
ド
の
土
地
を
譲
渡
し
マ
ッ

チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
を
創
建
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
7
）
。
そ
の
後
数

人
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
王
か
ら
近
辺
の
土
地
を
譲
渡
さ
れ
、

一
〇
八
六
年
ド
ゥ
ー
ム
ズ
デ
ィ
調
査
で
は
数
箇
所
に
数
十
ハ
イ
ド

を
保
有
し
、
そ
の
後
も
様
々
な
史
料
に
修
道
院
長
名
が
記
さ
れ
る

修
道
院
と
し
て
存
在
し
て
い
た
（
8
）
。

マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
で
は
一
三
〇
〇
年
頃
（
9
）
一
人
の
書
記

〈
Ａ
〉
に
よ
り
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
が
作
成
さ
れ
た
。〈
Ａ
〉
は
ア
ン

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
七
通
を
含
む
様
々
な
時
代
の
一

〇
四
の
文
書
を
転
写
し
、
異
な
る
イ
ン
ク
で
さ
ら
に
二
通
の
ア
ン

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
が
追
加
さ
れ
た
（
以
降
Ａ
群
と

略
す
。
全
一
〇
六
文
書
中
最
新
の
も
の
は
一
二
八
二
年
）。
そ
の

後
書
記
〈
Ｂ
〉
が
二
通
の
チ
ャ
ー
タ
ー
、
Ａ
群
の
内
容
リ
ス
ト
、

二
文
書
を
、
フ
ォ
リ
オ
二
枚
に
書
き
（
以
降
Ｂ
群
と
略
す
。
最
新

の
も
の
は
一
二
九
七
年
）、
最
終
的
に
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
が
綴
じ

ら
れ
る
際
Ａ
群
の
前
に
配
置
さ
れ
た
。
Ｂ
群
作
成
後
、
様
々
な
手

に
よ
る
二
七
文
書
が
追
加
（
以
降
Ｃ
群
と
略
す
。
最
新
の
も
の
は

一
四
四
五
年
）
さ
れ
、
一
四
四
五
年
以
降
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
は
綴

じ
ら
れ
た
（
10
）
。
文
書
は
ラ
テ
ン
語
で
、
一
部
は
境
界
表
示
の
た
め
古

英
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
（
11
）
。
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
は
一
般
に
「
後
か

ら
の
書
き
こ
み
や
再
装
丁
を
繰
り
返
し
て
後
代
の
別
の
冊
子
と
一

緒
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
が
多
く
、「
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
の
中
に

時
代
層
が
形
成
さ
れ
、
特
定
の
時
代
を
確
定
す
る
こ
と
が
難
し

い
（
12
）」。
し
か
し
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
・
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
は
前
述
の

よ
う
に
Ｂ
群
、
Ａ
群
、
Ｃ
群
の
順
で
一
冊
に
綴
じ
ら
れ
現
在B

rit-

ish
Library,A

dditionalM
anuscript

56488

写
本
で
の
み
現

存
し
、
特
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
九
通
を
含
む

Ａ
群
は
同
一
人
物
の
手
に
よ
り
一
三
〇
〇
年
頃
に
作
成
さ
れ
た
と

ほ
ぼ
確
定
さ
れ
て
い
る
点
で
よ
り
扱
い
易
い
史
料
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
Ａ
群
で
さ
え
前
述
の
よ
う
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期

チ
ャ
ー
タ
ー
は
偽
作
問
題
か
ら
免
れ
得
な
い
。
チ
ャ
ー
タ
ー
の
真

偽
は
今
ま
で
主
に
文
書
形
式
学
的
（diplom

atic

）
方
法
に
よ
り

判
断
さ
れ
て
き
た
。
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
内
の
も
の
で
は
そ
の
チ
ャ

ー
タ
ー
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
や
書
体
を
判
定
で
き
な
い
が
、
称
号
を

含
む
定
式
句
、
文
言
（
特
定
の
語
句
）
ま
た
証
人
名
な
ど
が
当
該

史

学

第
八
三
巻

第
四
号

六
八
（
三
八
四
）



時
代
の
も
の
か
否
か
な
ど
で
真
偽
判
定
が
な
さ
れ
た
（
13
）
。
し
か
し
筆

者
が
考
察
し
よ
う
と
す
る
チ
ャ
ー
タ
ー
は
一
三
〇
〇
年
頃
作
成
さ

れ
た
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
カ
ー
チ
ュ

ラ
リ
ー
全
体
を
分
析
す
る
こ
と
な
く
偽
作
問
題
を
考
察
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ

ー
全
体
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
基
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ

ャ
ー
タ
ー
が
作
成
さ
れ
た
状
況
を
分
析
し
、
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作

問
題
に
文
書
形
式
学
的
方
法
以
外
の
角
度
か
ら
光
を
あ
て
た
い
と

考
え
る
。

次
の
一
章
で
は
Ａ
群
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー

の
真
偽
に
関
す
る
先
行
研
究
を
紹
介
す
る
。
二
章
で
は
Ａ
群
諸
文

書
の
年
代
、
分
類
・
内
容
、
構
成
を
見
る
。
前
述
の
よ
う
に
ア
ン

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
全
九
通
は
一
人
の
書
記
に
よ
り

作
成
さ
れ
た
Ａ
群
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
書
い
た
Ｂ
群
書

記
や
さ
ら
に
後
代
の
Ｃ
群
諸
書
記
に
よ
る
修
正
の
跡
は
な
い
た
め
、

本
稿
で
は
専
ら
Ａ
群
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。
そ
し
て
必
要
に
応

じ
Ｂ
群
、
Ｃ
群
に
も
触
れ
る
。
三
章
で
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン

期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
「
偽
作
」
時
期
と
「
偽
作
」
理
由
に
つ
い
て
検

討
し
、
結
論
を
得
る
。

史
料
は
主
に

B
ritish

Library
,

A
dditional

M
anuscript

56488

と
ベ
イ
ツ
前
掲
書
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
の
史

料
に
つ
い
て
は
（
註
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
章

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
真
偽

に
関
す
る
先
行
研
究

今
ま
で
Ａ
群
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
九
通
の

真
偽
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、

カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
・
ナ
ン
バ
ー
（
14
）
順
に
チ
ャ
ー
タ
ー
の
要
約
を
挙
げ
、

そ
の
真
偽
に
関
す
る
先
行
研
究
を
紹
介
す
る
。

no.
１
（
Ｓ
２４９
（
15
）
）（
七
二
五
年
）
イ
ネ
王
が
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
所

領
（
以
下
「
所
領
」
を
略
す
）
の
二
〇
ハ
イ
ド
を
修
道
院

長
へ
譲
渡
（
古
英
語
境
界
付
）

no.
２
（
Ｓ
４５５
）（
九
三
四
×
三
九
年
）
エ
セ
ル
ス
タ
ン
王
が
カ

リ
ー
（
16
）
の
土
地
の
半
分
と
（
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
（
17
）
の
）
ス
ト
ー

ウ
ィ
の
五
ハ
イ
ド
、
ま
た
ム
ー
ダ
と
い
う
名
の
俗
人
が
も

っ
て
い
た
六
ハ
イ
ド
を
修
道
院
へ
譲
渡
（
古
英
語
境
界

付
）

no.
３
（
Ｓ
７２９
）（
九
六
四
年
）
エ
ド
ガ
ー
王
が
修
道
院
へ
修
道

院
の
特
権
を
確
認

no.
４
（
Ｓ
８８４
）（
九
九
五
年
）
エ
セ
ル
レ
ッ
ド
王
が
イ
ル
ミ
ン

ス
タ
ー
、
キ
ャ
メ
ル
が
修
道
院
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
こ
と

を
確
認

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

六
九
（
三
八
五
）



no.
５
（
Ｓ
２４０
）（
六
九
三
年
）
イ
ネ
王
が
ア
イ
ル
（
18
）
（
・
ア
ボ
ッ

ツ
）
の
三
ハ
イ
ド
を
含
む
近
辺
の
四
〇
ハ
イ
ド
を
修
道
院

長
へ
譲
渡

no.
６
（
Ｓ
２６１
）（
七
六
二
年
）
キ
ネ
ウ
ル
フ
王
が
ア
イ
ル
の
八

ハ
イ
ド
を
修
道
院
長
へ
譲
渡

no.
７
（
Ｓ
７４０
）（
九
六
六
年
）
エ
ド
ガ
ー
王
が
ア
イ
ル
の
一
〇

ハ
イ
ド
を
エ
ル
フ
ウ
ォ
ル
ド
司
教
（
19
）
へ
譲
渡
（
古
英
語
境
界

付
）

no.
１０５
（
Ｓ
１１７６
）（
七
〇
八
年
）
ベ
ル
ト
ハ
ン
が
修
道
院
長
へ
パ

レ
ッ
ト
川
の
漁
場
権
を
譲
渡

no.
１０６
（
Ｓ
２４４
）（
七
〇
二
年
）
イ
ネ
王
が
修
道
士
ベ
ガ
へ
ハ
ム

の
一
ハ
イ
ド
と
パ
レ
ッ
ト
川
の
漁
場
権
を
譲
渡

no.
４
は
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
中
唯
一
別
に
一
葉
が
存
在
す
る
チ
ャ

ー
タ
ー
で
あ
る
（
20
）
。
そ
の
一
葉
は
ほ
ぼ
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
本
と
考
え
ら

れ
、
no.
４
は
そ
れ
と
文
言
が
ほ
ぼ
一
致
し
真
正
性
は
疑
え
な
い
。

nos.
５
、
６
、
１０５
、
１０６
も
ほ
ぼ
す
べ
て
の
研
究
者
が
真
正
と
判
定
し

て
い
る
（
21
）
。

no.
１
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
研
究
者
が
偽
作
と
判
定
し
て

い
る
。
文
言
が
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
修
道
院
チ
ャ
ー
タ
ー
Ｓ
２５１
と

ほ
ぼ
同
一
、
証
人
名
が
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
修
道
院
チ
ャ
ー
タ
ー

Ｓ
２５０
と
ほ
ぼ
同
一
で
、
お
そ
ら
く
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
側
が

こ
れ
ら
の
チ
ャ
ー
タ
ー
を
コ
ピ
ー
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
て
い
る
（
22
）
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
一
〇
世
紀
に
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
を
め

ぐ
り
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
と
俗
人
間
で
紛
争
が
起
き
、
結
局

そ
の
所
領
は
修
道
院
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
九
九
五
年
エ
セ

ル
レ
ッ
ド
王
が
確
認
し
た
経
緯
が
あ
り
（
no.
４
、
Ｓ
８８４
）、
no.
１

は
一
〇
世
紀
末
の
紛
争
時
に
修
道
院
の
主
張
を
裏
付
け
る
た
め
に

作
成
さ
れ
た
と
偽
作
理
由
を
推
測
す
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
no.
１
は

グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
Ｓ
２５１
の
文
言
を
借
り
、
Ｓ
２５０
か
ら
証
人
名
を

選
び
、
一
〇
世
紀
の
状
況
に
従
っ
て
所
領
名
（
紛
争
地
イ
ル
ミ
ン

ス
タ
ー
）
を
記
し
、
一
〇
世
紀
の
実
践
に
従
っ
て
詳
細
な
古
英
語

の
境
界
条
項
を
追
加
し
た
偽
作
チ
ャ
ー
タ
ー
で
あ
る
（
23
）
。
な
お
古
英

語
境
界
条
項
は
証
人
リ
ス
ト
を
含
む
本
文
と
同
時
期
に
作
成
さ
れ

た
と
は
限
ら
ず
、
そ
れ
を
研
究
し
た
グ
ラ
ン
デ
ィ
は
no.
１
の
境
界

条
項
の
文
言
が
一
三
世
紀
以
前
の
も
の
と
す
る
（
24
）
。

no.
２
も
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
や
シ
ャ
プ
レ
な
ど
は
偽
作
と
す
る
（
25
）
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
は
、
定
式
句
が
当
エ
セ
ル
ス
タ
ン
王
時
代
の

も
の
で
は
な
い
こ
と
、
通
常
の
チ
ャ
ー
タ
ー
は
修
道
院
長
宛
で
あ

る
が
こ
こ
で
は
修
道
院
と
修
道
士
た
ち
へ
の
譲
渡
と
な
っ
て
い
る

こ
と
、
文
中
の
「
福
音
書
に
譲
渡
確
認
を
記
す
」
行
為
は
ノ
ル
マ

ン
征
服
後
の
実
践
を
暗
示
す
る
と
い
う
点
を
偽
作
判
定
の
理
由
と

す
る
（
26
）
。
グ
ラ
ン
デ
ィ
は
古
英
語
境
界
条
項
の
地
名
を
一
一
五
〇
年

史
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―
一
二
五
〇
年
の
も
の
と
す
る
（
27
）
。

no.
７
を
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
は
、
王
の
称
号
が
エ
ド
ガ
ー
で
は

な
く
エ
セ
ル
ス
タ
ン
の
も
の
で
あ
り
、
奉
仕
免
除
条
項
が
通
常
の

エ
ド
ガ
ー
王
チ
ャ
ー
タ
ー
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た

一
部
の
偽
作
チ
ャ
ー
タ
ー
同
様
の
罰
則
規
定
が
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
偽
作
と
す
る
（
28
）
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
ス
テ
ン
ト
ン
は
、

九
世
紀
の
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
侵
攻
に
よ
り
多
く
の
チ
ャ
ー
タ
ー
が
失

わ
れ
そ
の
後
そ
れ
を
記
録
に
残
そ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
始
め

た
と
述
べ
、
そ
れ
ら
再
生
チ
ャ
ー
タ
ー
は
そ
の
時
期
に
よ
く
知
ら

れ
た
文
書
形
式
で
書
か
れ
る
場
合
も
あ
り
、
形
式
が
同
時
代
の
も

の
で
は
な
い
と
言
う
理
由
で
チ
ャ
ー
タ
ー
を
（
偽
作
と
）
切
り
捨

て
る
こ
と
は
賢
明
で
は
な
い
と
考
え
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
よ

う
な
「
文
書
形
式
学
的
方
法
（diplom

atic
approach

）」
に
よ

る
結
論
を
退
け
る
（
29
）
。
ま
た
こ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
は
宛
先
す
な
わ
ち
受

領
者
名
が
修
道
院
長
（abbas

）
で
は
な
く
司
教
エ
ル
フ
ウ
ォ
ル

ド
（episcopo

A
lw
oldo

）
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し

て
は
ど
の
研
究
者
も
理
由
を
挙
げ
た
見
解
を
示
し
て
い
な
い
。
フ

ィ
ン
バ
ー
グ
は
受
領
者
を
シ
ャ
ー
ボ
ー
ン
司
教
エ
ル
フ
ウ
ォ
ル
ド

と
と
る
（
30
）
。
ま
た
フ
ィ
ン
バ
ー
グ
は
no.
３
の
文
中
に
あ
るA

lfw
old

presul （
31
）
を
も
同
じ
シ
ャ
ー
ボ
ー
ン
司
教
と
考
え
る
が
、
ノ
ウ
ル
ズ

た
ち
は
こ
れ
を
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
長
エ
ル
フ
ウ
ォ
ル
ド
と

す
る
（
32
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
九
六
〇
年
代
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
に
修
道
院

長
は
居
た
で
あ
ろ
う
が
そ
の
名
は
他
の
史
料
か
ら
も
不
明
で
あ
り
、

シ
ャ
ー
ボ
ー
ン
司
教
と
修
道
院
と
の
関
係
も
判
明
し
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
no.
７
の
譲
渡
地
ア
イ
ル
に
シ
ャ
ー
ボ
ー
ン
司
教
が

何
ら
か
の
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
今
の
と
こ
ろ
存

在
せ
ず
、
ま
た
no.
７
を
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
が
保
管
あ
る
い

は
作
成
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
エ
ル
フ
ウ
ォ
ル
ド
を

修
道
院
関
係
者
と
み
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
あ
い

ま
い
な
受
領
者
名
や
前
述
の
文
書
形
式
の
問
題
を
鑑
み
、
ほ
ぼ
確

実
に
真
正
と
は
言
え
な
い
が
ゆ
え
に
no.
７
も
偽
作
と
し
て
本
稿
で

は
検
討
す
る
。
な
お
グ
ラ
ン
デ
ィ
は
古
英
語
境
界
条
項
に
関
し
て

は
一
三
世
紀
以
前
に
書
か
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
（
33
）
。

最
後
に
no.
３
は
、
エ
ド
ガ
ー
王
が
修
道
士
に
よ
る
修
道
院
長
選

出
と
修
道
院
か
ら
司
教
の
権
力
を
排
除
す
る
特
権
を
確
認
し
た
チ

ャ
ー
タ
ー
で
、
多
く
の
研
究
者
が
偽
作
と
判
定
し
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
修
道
院
特
権
問
題
は
、
教
皇
と
司
教
に
関
わ
る
多

く
の
問
題
を
含
み
、
土
地
譲
渡
に
関
す
る
他
の
八
通
の
チ
ャ
ー
タ

ー
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
る
た
め
別

稿
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
に
よ
る
と
nos.
１
、
２
、
７
が
偽
作
と
判

定
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
全
体
か
ら
み
る
と
ど
の

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

七
一
（
三
八
七
）



よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
Ａ
群

の
特
性
を
知
る
た
め
次
の
二
章
で
収
録
さ
れ
て
い
る
諸
文
書
の
年

代
、
分
類
・
内
容
、
構
成
を
み
て
み
よ
う
。

二
章

カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
Ａ
群
諸
文
書
の
年
代
、
分

類
・
内
容
、
構
成

カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
研
究
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
本
格
化
し
、
一

九
九
一
年
パ
リ
で
の
古
文
書
学
研
究
会
で
は
先
駆
的
研
究
が
発
表

さ
れ
主
要
な
問
題
が
提
起
さ
れ
た
（
34
）
。
一
九
九
九
年
に
は
プ
リ
ン
ス

ト
ン
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
文
書
形
式
学
会
で
も
カ
ー
チ
ュ
ラ

リ
ー
が
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
（
35
）
。
こ
れ
ら
学
会
で
の
議

論
は
、
パ
リ
研
究
会
に
出
席
さ
れ
た
岡
崎
敦
氏
や
、
最
近
で
は
松

尾
佳
代
子
氏
の
論
考
で
詳
し
く
整
理
さ
れ
て
い
る
（
36
）
。
こ
の
よ
う
な

研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
・
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
を

分
析
す
る
際
留
意
す
べ
き
特
徴
を
二
点
挙
げ
る
。
第
一
に
、
カ
ー

チ
ュ
ラ
リ
ー
の
機
能
と
し
て
は
既
得
財
産
保
全
の
た
め
に
文
書
集

成
を
必
要
と
し
た
と
い
う
実
務
的
側
面
が
大
き
い
。
し
か
し
Ａ
群

冒
頭
に
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
諸
王
が
発
給
し
た
七
通
の
チ
ャ

ー
タ
ー
が
置
か
れ
、
続
い
て
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
を
管
轄
す
る
バ
ー

ス
司
教
関
連
の
六
文
書
が
配
置
さ
れ
る
な
ど
、
王
・
司
教
権
威
の

「
威
光
を
借
り
て
修
道
院
の
権
利
を
主
張
す
る
と
い
う
記
念
機

能
（
37
）」
も
合
わ
せ
も
っ
て
い
た
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
第
二
に
、

既
得
財
産
保
全
の
た
め
に
、
Ａ
群
作
成
時
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
を

選
別
し
、
都
合
の
い
い
文
書
の
み
を
取
り
上
げ
不
要
な
も
の
は
収

録
し
な
い
と
い
う
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
・
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
の
場
合
、

諸
文
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
前
述
の
よ
う
に
現
在
ト
ー
ン
ト
ン
の
サ

マ
セ
ッ
ト
・
レ
コ
ー
ド
・
オ
フ
ィ
ス
に
保
管
さ
れ
て
い
る
一
葉
の

チ
ャ
ー
タ
ー
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
と
つ
き

合
わ
せ
て
、
そ
れ
が
す
べ
て
転
写
さ
れ
た
の
か
あ
る
い
は
取
捨
選

択
を
受
け
た
の
か
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
Ａ
群

が
カ
バ
ー
し
て
い
る
六
九
三
年
―
一
二
八
二
年
の
文
書
で
は
あ
る

が
Ａ
群
に
収
録
さ
れ
ず
、
後
に
作
成
さ
れ
た
Ｂ
・
Ｃ
群
に
収
録
さ

れ
て
い
る
文
書
が
一
〇
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
一
〇
の

文
書
は
Ａ
群
作
成
時
に
意
図
的
に
切
り
捨
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
ら
一
〇
の
文
書
は
、
特
定
の
修
道
院
長
時
代
の
も
の

で
は
な
く
譲
渡
所
領
も
各
地
に
亘
っ
て
い
る
の
で
、
Ａ
群
作
成
時

に
意
図
的
に
選
別
さ
れ
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
文
書
で
あ
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
（
38
）
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
Ａ
群
作
成
時
に
修
道
院
書
庫

に
存
在
し
て
い
た
も
の
の
単
に
見
落
と
さ
れ
て
収
録
か
ら
漏
れ
、

そ
の
後
Ｂ
群
作
成
者
、
Ｃ
群
作
成
者
が
見
落
と
し
を
発
見
し
新
た

に
収
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
お
そ
ら
く
Ａ
群
作
成

史
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者
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
文
書
の
意
図
的
な
取
捨
選
択
は
行
わ
れ
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
「
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
の
ア

ー
カ
イ
ヴ
は
実
質
上
誠
実
（honest

）
で
信
頼
で
き
る
（reli-

able

）
と
思
わ
れ
る
（
39
）
」
と
述
べ
る
。
唯
一
残
存
す
る
一
葉
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
・
チ
ャ
ー
タ
ー
が
、
Ａ
群
no.
４
に
お
い
て
忠
実
に
写
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
・
カ
ー
チ
ュ
ラ

リ
ー
Ａ
群
諸
文
書
の
年
代
、
分
類
・
内
容
、
構
成
を
次
に
み
て
み

よ
う
。

二
―
一

年
代
（
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
以
降
）（
表
参
照
）

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
一
章
で

挙
げ
た
年
代
を
参
照
さ
れ
た
い
。
続
く
文
書
を
各
修
道
院
長
期
に

分
け
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
一
）
ヒ
ュ
ー
修
道
院
長
（
一
一
七
五
―
九
〇
（
40
）
）
期

一
文
書

no.
８

（
二
）
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
（
一
一
九
五
―
一
二
三
五
）
期

二
八
文
書

nos.
９
、
12
、
14
〜
16
、
27
〜
34
、
37
、
38
、
41
、

42
、
50
、
57
、
58
、
61
、
68
、
74
〜
76
、
81
、
95
、
96

（
三
）
リ
チ
ャ
ー
ド
（
二
世
）
修
道
院
長
（
41
）
（
一
二
三
五
―
三
七
）

期

文
書
な
し

（
四
）
ウ
ォ
ル
タ
ー
修
道
院
長
（
一
二
三
七
―
五
二
）
期

一
八
文
書

nos.
10
、
13
、
18
〜
20
、
39
、
40
、
43
、
44
、
47
、

51
〜
56
、
73
、
77

（
五
）
ジ
ョ
ン
修
道
院
長
（
一
二
五
二
―
七
四
）
期

二
五
文
書

nos.
11
、
17
、
22
、
23
、
25
、
26
、
35
、
36
、
45
、

48
、
59
、
60
、
62
〜
64
、
69
〜
72
、
86
、
87
、
92
〜
94
、
97

（
六
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
修
道
院
長
（
一
二
七
四
―
九
四
）
期

一
三
文
書

nos.
21
、
46
、
65
〜
67
、
85
、
98
〜
１０４

年
代
不
明

一
二
文
書

nos.
24
、
49
、
78
〜
80
、
82
〜
84
、
88
〜
90
、
91

九
九
五
年
（
no.
４
）
以
降
ノ
ル
マ
ン
征
服
を
経
て
一
一
七
五
年

ヒ
ュ
ー
修
道
院
長
登
位
ま
で
の
一
八
〇
年
間
の
文
書
は
一
通
の
み

で
あ
る
（
42
）
。
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
一
二
〇
〇
年
こ
ろ
か
ら
大
量

に
文
書
が
作
成
さ
れ
始
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
―
二

分
類
・
内
容
（
表
参
照
）

ベ
イ
ツ
は
Ａ
群
を
チ
ャ
ー
タ
ー
、
カ
イ
ロ
グ
ラ
フ
（
43
）
、
確
認
書
、

最
終
和
解
譲
渡
書
な
ど
に
分
類
し
て
い
る
。
最
も
多
い
類
型
が
チ

ャ
ー
タ
ー
で
、
カ
イ
ロ
グ
ラ
フ
、
確
認
書
と
続
く
。
内
容
を
見
る

と
、
修
道
院
長
へ
の
土
地
譲
渡
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
と

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

七
三
（
三
八
九
）



内容

修道院長がマッチェルニーの聖具係へイーストモアの 6エーカーの牧草地を譲渡

修道院長がマッチェルニーの厨房へ牧草地、屋敷地（messuage）など譲渡

（79のリスト）

リチャード・リベル（父）がダウンヘッドの騎士役奉仕を確認

ヘンリー・オルティアックがダウンヘッドの騎士役奉仕を確認

イネ王がイルミンスターの 20ハイドを譲渡

エセルスタン王が修道院へカリーの半分とストーウィの 5ハイド、また別の 6ハイ
ドを譲渡

エドガー王が修道院へ修道院の特権を確認

エセルレッド王が修道院にイルミンスター、キャメルの返還を確認

イネ王がアイル（・アボッツ）の 3ハイドを含む近辺の 40ハイドを譲渡

キネウルフ王がアイルの 8ハイドを譲渡

エドガー王がアイルの 10ハイドを譲渡

バース司教が修道士たちにサマートン教会の手当を確認

バース司教が修道院にサマートン教会の代理司祭禄を確認

バース司教がサマートン教会の代理司祭禄を確認、またアテルニー修道院の取り分
を確認

サマートン王領地の十分の 1税をめぐってアテルニー修道院と和解、獲得

バース司教がウェルズ教会参事会員禄としてイルミンスター教会保有を承認

バース司教がファイヴヘッドやアイルなどの諸教会の聖職推挙権を授与

ジャーヴァス・イヴァスがヒュー・モントソレルへブレイドンの 1ハイドなどを譲渡

ヒュー・モントソレルが修道院へブレイドンの土地などを譲渡

ジャーヴァスの子アダム・イヴァスが no. 15チャーターを確認

イルミンスターの代理司祭禄増について代理司祭と係争、代理司祭禄再評価

ロバート・ウィドランドがクレイハンガーの 13エーカーの土地譲渡

フルク・クレイハンガーが no. 18チャーターを確認

フルク・クレイハンガーがロバート・ウィドランドへクレイハンガーの 13エーカー
の土地譲渡

バース司教とのドレイトン境界係争解決

バース司教が礼拝堂司祭（チャプラン）に修道院長への服従を布告

カリー教会主任司祭ウォルターとチャペルの権利をめぐる係争解決

ロバート・ドレイトンがドレイトンの 1エーカーの土地譲渡

史

学

第
八
三
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引
き
換
え
に
修
道
院
長
が
数
マ
ル
ク
支
払
う
こ
と
や
牧
草
地
と
交

換
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
耕
作
地
や
牧
草
地
、
放
牧
地
を
め

ぐ
り
係
争
が
起
き
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
修
道

院
の
権
益
は
常
に
安
泰
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
所
領
地
の
み
な
ら

ず
種
々
の
権
利
、
す
な
わ
ち
聖
職
禄
、
騎
士
役
奉
仕
な
ど
を
め
ぐ

る
係
争
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
修
道
院
へ
の
地
代
納
入
を
確

認
し
た
も
の
や
修
道
院
へ
の
金
銭
、
蝋
燭
の
譲
渡
も
比
較
的
多
い
。

詳
細
は
本
文
お
よ
び
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
―
三

構
成

松
尾
佳
代
子
氏
に
よ
れ
ば
、
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
に
収
録
さ
れ
た

文
書
が
「
全
く
無
秩
序
に
並
ん
で
い
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
地
域
別
、

年
代
順
の
ほ
か
に
、
教
皇
や
王
、
伯
な
ど
発
給
者
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

ー
に
応
じ
た
分
類
、
あ
る
い
は
特
定
の
司
教
や
修
道
院
長
に
焦
点

〔表〕マッチェルニー・カーチュラリー

分類

チャーター

チャーター

－

確認

覚書

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

確認

確認

確認

和解

チャーター

布告

チャーター

チャーター

確認

税（再評価）

チャーター

確認

チャーター

カイログラフ

布告

合意

チャーター

修道院長名

ジョン

ウィリアム

－

リチャード

ラルフ

フロダ

不明

エルフウォルド？

レオフリック

フロダ

エドワルド

エルフウォルド？

ヒュー

リチャード

ウォルター

ジョン

リチャード

ウォルター

リチャード

リチャード

リチャード

ジョン

ウォルター

ウォルター

ウォルター

ウィリアム

ジョン

ジョン

不明

日付（年）

1266

1277

－

1211

1297

725

934×39

964

995

693

762

966

1175�90
1195�1205

1239

1254

1201

1239

1195�1228
1228

1195�1228
1268

1237�42
1237�42

1237�42

1279

1262

1271

不明

no.

107

108

－

109

110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

七
五
（
三
九
一
）



放牧地をめぐってテンプル騎士団長と和解

放牧地をめぐってウィリアム・レイドと和解

クリスティーナ・ヴィックがシーなどの土地譲渡

リチャード・リベル（子）が no. 109のダウンヘッドの騎士役奉仕を確認

ダウンヘッドの騎士役奉仕をめぐるリチャード・リベル（父）との最終和解

リチャード・リベル（子）がパルミードの 3エーカーの牧草地と年 12ペンス譲渡

リチャード（子）がリチャード・バルからの年地代 1マルクを譲渡

リチャード（子）による no. 31の証明

リチャード・ローサムがキャサンガーの生産物を毎年譲渡

no. 33の最終和解、修道院長がキャサンガーの土地の権利放棄

no. 33のリチャードの甥ジェフリがキャサンガーの生産物の年納入

ジェフリと修道院長による no. 35の最終和解、修道院長は土地を譲渡

リチャード・バルがアンダーシーから年 3シリング譲渡

ジェフリ・サンクトクレアが聖具係へサマートンの 8エーカー譲渡

ロバート・サンクトクレアが修道士や人々に彼の土地の自由通行を許可

ロバート・サンクトクレアが厨房へ蝋燭年 1ポンド納入

ロジャー・プライアがダンポールから年 16シリング譲渡

no. 41のロジャーの妻コンスタンスがダンポールの 1ファーロングの土地譲渡

ニコラス・パンソットがイースト・キャメルの土地譲渡

ニコラスの元領主トーマス・アトラムの妻が no. 43を確認

ウィリアム・キャントループが修道院長とウィリアム・パンソットにイースト・キ
ャメルの土地の権利放棄

ヘンリー・フランクがイースト・キャメルの土地の権利放棄

ウィリアム・ハケットがリトル・マーストンの半ヴァーゲイトの土地と年 3シリン
グ、12ペンス譲渡

修道院長がウォルター・ラヴニィへシーなどの土地譲渡

ウィリアム・モンタキュートがドニャットから鹿あるいはハチミツの地代納入

ヘンリー・オルティアックがハンドレッドの人々に規則違反の罰金 4ペンス以下を
科料

ヘンリー・キャメルがウェスト・キャメルの土地権利放棄

ロジャー・ホルトンがホルトンの保有地の権利放棄

ウィリアム・ハケットがラムブルックの水利権放棄

ラルフ・ヴァースが修道院へトーマス・ボローニャの地代から年 2シリングを譲渡

ラルフ・ヴァースがトーマス・ボローニャへ年 2シリングの修道院への譲渡を通知
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を
あ
て
る
と
い
っ
た
何
ら
か
の
テ
ー
マ
を
も
っ
て
転
写
さ
れ
る
の

が
一
般
的
（
44
）
」
で
あ
る
（
45
）
。

そ
れ
で
は
Ａ
群
は
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
ず
目
に
つ
く
の
が
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー

タ
ー
（
nos.
１
〜
７
、
１０５
、
１０６
）
と
、
そ
れ
以
降
ヒ
ュ
ー
修
道
院
長

期
（
一
一
七
五
―
九
〇
）
か
ら
一
二
八
二
年
ま
で
の
文
書
nos.
８

〜
１０４
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
古
い
ア
ン
グ

ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
と
、
そ
れ
以
降
の
文
書
の
分
別
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
次
に
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン

期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
と
後
代
の
諸
文
書
は
ど
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ａ
群
冒
頭
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期

チ
ャ
ー
タ
ー
七
通
nos.
１
〜
７
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
nos.
５
〜
７
は

ア
イ
ル
所
領
に
つ
い
て
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
no.
５
は
Ａ

合意

カイログラフ

チャーター

チャーター

最終和解譲渡

チャーター

チャーター

手紙

チャーター

最終和解譲渡

チャーター

カイログラフ

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

確認

チャーター

チャーター

チャーター

カイログラフ

チャーター

チャーター

チャーター

権利放棄

権利放棄

チャーター

チャーター

ジョン

ジョン

リチャード

リチャード

リチャード

リチャード

リチャード

リチャード

リチャード

リチャード

ジョン

ジョン

リチャード

リチャード

ウォルター

ウォルター

リチャード

リチャード

ウォルター

ウォルター

ジョン

ウィリアム

ウォルター

ジョン

不明

リチャード

ウォルター

ウォルター

ウォルター

ウォルター

ウォルター

1258

1254

1202

1213

1211

1220

1215

1221

1218

1218

1268

1268

1195�1235
1195�1223

1239

1237�52
1195�1235

1200

1240

1240�52

1252�74

1277

1241

1262

不明

1222�1242

1237�52
1244

1241

1240年頃

1240年頃

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

七
七
（
三
九
三
）



ファラマス・ボローニャがリチャード・ミドルトンに修道士たちへの年 4シリング
の譲渡を承認

ユースタス・ダウリッシュと耕作地・牧草地交換

ロバート・フォックスカムがアッシュウェルの年 4シリングの地代権放棄（3マル
ク、1ベザント支払いと引換え）

ジョン・ブレーメラムがアッシュウェルの土地譲渡

アッシュウェルの司祭ロバートが no.59の土地占有権受領

修道院長がトーマス・アルボモナステリオにアイルの土地と牧草地譲渡

修道院長とウィリアム・ウィンターヘイとのホルトンをめぐる最終和解

ラルフ・モントソレルがクレイハンガーの土地、森、牧草地の権利放棄

ウィリアム・サンドがウォルター・ラヴニィへ修道院の荘園内のシーの土地譲渡

ヒュー・ドレイトンがドレイトンの放牧地の権利放棄

修道院長はロバート・モントソレルのイルミンスター法廷にての年 2度の訴訟を承認

修道院長はニコラス・ピッグのイルミンスター法廷にての年 2度の訴訟を承認

ジョン・ヒルクームがダウリッシュの土地と牧草地譲渡

サイモン・ヒルクームがシーの 8エーカーの土地とホルトミードの牧草地譲渡

サイモンがハンドレッドやイルミンスター法廷の奉仕免除のため年 2シリング支払い

サイモンがシーの 3,5エーカーの土地譲渡

ウィリアム・ラヴニィがトレンデルミードの 1エーカーの牧草地譲渡

ヴィック放牧地への修道院長の不法占有についてジョン・パーラムと和解

リチャード・マーティンにファイヴヘッドの 1ヴァーゲイトを譲渡することで最終
和解

ウィリアム・ゴラファとバートンの半ヴァーゲイトをめぐり最終和解

エマ・ディリングトンがディリングトンの 9エーカーの土地譲渡

ラルフ・モントソレルが蝋燭年 1ポンドを納入

トーマス・コーツが修道院へ蝋燭年 1ポンドを納入

トーマスの息子ウィリアムが no.78を確認

ウィリアム・コーカーが修道院へ蝋燭年 1ポンドを譲渡

イルチェスター司祭リチャード・ハモンが修道院へ蝋燭年 1ポンドを譲渡

ハースト領主トーマス・ケイパースが修道院へ年地代 3シリング納入

ピーター・ノーフォークと妻ジーバが、年地代 3シリング納入する no.82を承認

ジーバが夫の同意を得てイルチェスターの屋敷地を譲渡

ラルフ・ホージーがヴェラムの牧草地から年地代 2シリング納入

ストーウィ領主リチャード・ワリーズがストーウィの 2エーカーの土地譲渡
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群
最
古
で
あ
る
イ
ネ
王
の
ア
イ
ル
（
・
ア
ボ
ッ
ツ
）
譲
渡
に
よ
る

マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
創
建
チ
ャ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
nos.
１
〜
４

は
そ
れ
以
外
の
所
領
に
関
し
て
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
no.

１
「
イ
ネ
王
に
よ
る
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
の
二
〇
ハ
イ
ド
譲
渡
」
が

こ
れ
ら
の
第
一
番
目
に
配
置
さ
れ
た
の
は
イ
ネ
王
を
創
建
者
と
し

た
い
修
道
院
の
意
図
が
あ
り
、
ま
た
Ａ
群
作
成
時
に
最
も
関
心
の

あ
る
所
領
が
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
推
測
さ
れ

る
。次

に
配
置
さ
れ
た
の
が
一
一
七
五
年
―
一
二
八
二
年
の
nos.
８

〜
１０４
諸
文
書
で
あ
る
。
no.
８
は
そ
の
約
一
〇
〇
年
間
で
最
も
古
い

ヒ
ュ
ー
修
道
院
長
期
（
一
一
七
五
―
九
〇
）
の
バ
ー
ス
司
教
関
連

文
書
で
あ
る
が
、
し
か
し
続
く
nos.
９
〜
１０４
は
年
代
順
に
配
置
さ
れ

て
い
な
い
。
最
初
の
nos.
８
〜
１１
が
サ
マ
ー
ト
ン
教
会
、
no.
１２
は
イ

ル
ミ
ン
ス
タ
ー
教
会
、
no.
１３
は
ア
イ
ル
な
ど
の
教
会
に
つ
い
て
な

チャーター

カイログラフ

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

カイログラフ

チャーター

チャーター

チャーター

カイログラフ

カイログラフ

チャーター

カイログラフ

チャーター

カイログラフ

チャーター

最終和解譲渡

カイログラフ

カイログラフ

チャーター

チャーター

チャーター

確認

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

チャーター

ウォルター

リチャード

リチャード

ジョン

ジョン

リチャード

ジョン

ジョン

ジョン

ウィリアム

ウィリアム

ウィリアム

リチャード

ジョン

ジョン

ジョン

ジョン

ウォルター

リチャード

リチャード

リチャード

ウォルター

不明

不明

不明

リチャード

不明

不明

不明

ウィリアム

ジョン

1240年頃

1225

1231

1252�74
1262

1195�1235
1263

1257

1258

1277

1277

1282

1195�1235
1252�74
1252�74

1262

1252�58
1238

1219

1225

1195�1235
1250年頃

不明

不明

不明

1226

不明

不明

不明

1274

1255

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
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の
偽
作
問
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七
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（
三
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五
）



of Muchelney and Athelney in the County of Somerset（Somerset Record Society, 1899）より作成した。

111�137のＣ群は割愛した。

domは「覚書」、Compositionは「和解」、Ordinanceは「布告」、Agreementは「合意」、Final con-
した。

キャサンガー領主ジェフリ・スコイランドがアイルモアの 1エーカーの牧草地譲渡

ジェフリ・ロレングが厨房へ香辛料年 1ポンドあるいは 6ペンス納入

マティルダ・コーティンがアダム・ガリースへイルチェスターの 2つの保有地を譲渡

アダムはマティルダの同意により修道院長へ no. 89を譲渡

ジョン・モレンディノがイルミンスターの 4,5エーカーの土地と牧草地譲渡

ヒュー・スミスがラルフ・ダイヤーへブリッジウォーターの半バーゲジの土地譲渡

ラルフの息子ウィリアムがブリッジウォーターの半バーゲジの土地譲渡

修道院長が司祭の息子ウォルターにブリッジウォーターの屋敷地を譲渡

修道院長がイルチェスターのロバート・ブランに家屋を譲渡

修道院長が no. 95のロバートの娘マティルダにイルチェスターの家屋、2,5エーカ
ーの土地譲渡

ロバート・ウィドランドが修道院へ譲渡した土地をラルフ・モントソレルが確認

修道院長が代理司祭禄とともにサマートン教会を保有

修道院長はサマートン教会のためサマートン王領地から小麦、干し草を受領

ハーコットの半ヴァーゲイトの土地は修道院長保有のサマートン教会に所属

審問のためサマートンから選出された騎士名

マーッチェルニー島の特権について

審問のためアブディック・バルストーンハンドレッドから選出された騎士名

修道院がもつイルミンスターの市場特権などについて

ベルトハンがパレット川の漁場権を譲渡

イネ王が修道士ベガへハムの 1ハイドとパレット川の漁場権を譲渡

史
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ど
、
す
べ
て
バ
ー
ス
司
教
関
連
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
末

尾
諸
文
書
nos.
９８
〜
１０４
は
、
一
二
八
〇
年
の
サ
マ
ー
ト
ン
や
イ
ル
ミ

ン
ス
タ
ー
な
ど
に
関
す
る
領
主
特
権
審
問
調
査
報
告
（
46
）
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
中
間
の
nos.
１４
〜
９７
も
年
代
順
で
は
な
く
所
領
別
、
有
力
土

地
保
有
者
別
な
ど
、
テ
ー
マ
別
に
ほ
ぼ
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
47
）
が
関

連
性
の
な
い
文
書
も
時
々
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
nos.
１０５
、
１０６
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク

ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
で
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
イ
ン
ク
で
書
か

れ
て
い
る
。
no.
１０５
は
俗
人
が
漁
場
権
を
修
道
院
長
に
譲
渡
し
た
も

の
で
、
no.
１０６
は
イ
ネ
王
が
修
道
士
に
一
ハ
イ
ド
と
漁
場
権
を
譲
渡

し
た
チ
ャ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
譲
渡
規
模
が
小
さ
い
。
ま

た
王
で
は
な
く
俗
人
に
よ
る
譲
渡
や
、
修
道
院
長
で
は
な
く
修
道

士
宛
の
譲
渡
で
あ
っ
た
た
め
、
最
初
は
些
細
な
も
の
と
し
て
片
付

け
た
が
後
に
思
い
直
し
て
追
加
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
no.
１０４
転

※表は E. H. Bates, Two Cartularies of the Benedictine Abbeys
※ナンバーはベイツに依る。
※nos. 107�110は本稿でのＢ群、nos. 1�106はＡ群 で、nos.
※受領者が修道院長の場合、省略した。
※分類はベイツに依る。Confirmationは「確認」、Memoran-

cordは「最終和解譲渡」、Quitclaimは「権利放棄」と訳
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ソ
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期
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作
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一
（
三
九
七
）



写
後
発
見
し
た
文
書
を
写
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
異
な
る
イ

ン
ク
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
後
者
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ

る
。以

上
の
よ
う
に
Ａ
群
の
一
〇
六
の
文
書
は
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修

道
院
の
創
建
と
諸
所
領
譲
渡
に
関
す
る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期

の
チ
ャ
ー
タ
ー
か
ら
始
ま
り
、
バ
ー
ス
司
教
関
連
文
書
が
続
く
。

そ
の
後
も
年
代
順
で
は
な
く
テ
ー
マ
別
に
あ
る
程
度
ま
と
め
ら
れ

て
審
問
調
査
報
告
で
終
わ
り
、
最
後
に
後
か
ら
発
見
さ
れ
た
ア
ン

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
群

は
一
二
八
〇
年
審
問
調
査
時
に
古
文
書
転
写
の
必
要
性
を
感
じ
た

ウ
ィ
リ
ア
ム
修
道
院
長
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
聞
き
知
っ
て
い
た

次
の
ラ
ル
フ
修
道
院
長
が
、
修
道
院
に
在
っ
た
そ
れ
ま
で
の
諸
文

書
を
集
め
さ
せ
一
人
の
書
記
に
写
さ
せ
た
も
の
（
48
）
と
考
え
る
の
が
今

の
と
こ
ろ
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

三
章

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
「
偽

作
」
時
期
と
「
偽
作
」
理
由

そ
れ
で
は
、
二
章
で
述
べ
た
年
代
、
分
類
・
内
容
、
構
成
を
も

つ
Ａ
群
の
諸
文
書
の
う
ち
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー

nos.
１
、
２
、
７
は
い
つ
ど
の
よ
う
な
理
由
で
偽
作
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
no.
１
は
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
の
土
地
を
修
道

院
長
へ
譲
渡
し
た
も
の
で
、
no.
２
は
カ
リ
ー
と
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド

の
ス
ト
ー
ウ
ィ
な
ど
の
土
地
を
、
no.
７
は
ア
イ
ル
の
土
地
を
譲
渡

し
た
も
の
で
あ
り
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
の
チ
ャ
ー
タ
ー
の

う
ち
こ
の
三
通
の
み
に
詳
細
な
古
英
語
境
界
条
項
が
付
い
て
い
る
。

そ
の
記
述
に
基
き
研
究
し
た
グ
ラ
ン
デ
ィ
や
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン

に
よ
れ
ば
そ
の
地
所
は
八
四
ペ
ー
ジ
の
地
図
（
49
）
の
よ
う
に
な
る
。

以
下
で
は
各
修
道
院
長
期
に
区
切
り
、
そ
の
時
代
に
nos.
１
、
２
、

７
チ
ャ
ー
タ
ー
偽
作
の
蓋
然
性
が
み
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
古
英
語

境
界
条
項
と
証
人
リ
ス
ト
を
含
む
本
文
に
分
け
て
Ａ
群
諸
文
書
か

ら
検
討
す
る
。
古
英
語
境
界
条
項
と
本
文
を
分
け
て
考
察
す
る
の

は
、
前
述
の
よ
う
に
そ
れ
ら
が
同
時
期
に
作
成
さ
れ
た
と
は
限
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
最
多
の
文
書
が
残
る
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道

院
長
期
を
考
察
す
る
。

三
―
一

リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
（
一
一
九
五
―
一
二
三
五
）

期

リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
の
文
書
は
二
八
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
の
諸
所
領
に
関
す
る
も
の
、
リ
ベ
ル
家
に
関
連

す
る
も
の
、
ア
イ
ル
所
領
（
以
下
「
所
領
」
を
略
す
）
に
関
す
る

も
の
の
三
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
検
討
し
て
み

よ
う
。

史
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三
―
一
―
一

イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
関
連
文
書

以
下
に
要
約
し
た
nos.
１２
、
２７
、
４１
、
４２
、
５７
、
５８
、
６８
、
７６
計

八
文
書
が
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
Ｃ
群

no.
１２９
が
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
の
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
関
連
文
書

と
な
っ
て
い
る
。

no.
１２
（
一
二
〇
一
年
）
バ
ー
ス
司
教
が
ウ
ェ
ル
ズ
教
会
参
事
会

員
禄
（prebend
）
と
し
て
修
道
院
長
に
よ
る
イ
ル
ミ
ン

ス
タ
ー
教
会
保
有
を
承
認

no.
２７
（
一
二
〇
二
年
）
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ヴ
ィ
ッ
ク
が
シ
ー

な
ど
の
土
地
を
修
道
院
長
へ
譲
渡

no.
４１
（
年
代
不
明
（
50
）
）
ロ
ジ
ャ
ー
・
プ
ラ
イ
ア
が
ダ
ン
ポ
ー
ル
か

ら
年
一
六
シ
リ
ン
グ
を
修
道
院
長
へ
譲
渡

no.
４２
（
一
二
〇
〇
年
）
コ
ン
ス
タ
ン
ス
・
プ
ラ
イ
ア
が
ダ
ン
ポ

ー
ル
の
一
フ
ァ
ー
ロ
ン
グ
の
土
地
を
修
道
院
長
へ
譲
渡

no.
５７
（
一
二
二
五
年
）
ユ
ー
ス
タ
ス
・
ダ
ウ
リ
ッ
シ
ュ
が
ダ
ウ

リ
ッ
シ
ュ
の
土
地
を
修
道
院
長
へ
譲
渡
（
牧
草
地
と
の
交

換
）

no.
５８
（
一
二
三
一
年
）
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
カ
ム
か
ら
ア

ッ
シ
ュ
ウ
ェ
ル
の
地
代
年
四
シ
リ
ン
グ
の
受
領
（
引
き
換

え
に
修
道
院
長
は
三
マ
ル
ク
支
払
う
）

no.
６８
（
年
代
不
明
）
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ル
ク
ー
ム
が
ダ
ウ
リ
ッ
シ
ュ

の
土
地
と
牧
草
地
を
修
道
院
長
へ
譲
渡

no.
７６
（
年
代
不
明
）
エ
マ
・
デ
ィ
リ
ン
グ
ト
ン
が
デ
ィ
リ
ン
グ

ト
ン
の
九
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
修
道
院
長
へ
譲
渡

no.
１２９
（
一
一
九
五
年
―
一
二
一
三
年
（
51
）
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
ヴ
ニ

ィ
か
ら
ア
ッ
シ
ュ
ウ
ェ
ル
の
地
代
年
八
シ
リ
ン
グ
と
生
産

物
な
ど
を
修
道
院
長
は
受
領

一
〇
八
六
年
ド
ゥ
ー
ム
ズ
デ
ィ
調
査
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
チ
ェ
ル

ニ
ー
修
道
院
は
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
に
二
〇
ハ
イ
ド
の
土
地
を
保
有

し
て
い
た
（
52
）
。
し
か
し
そ
の
所
領
（
地
）
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
約
一
〇
〇
年
後
、
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
は
イ
ル
ミ
ン
ス
タ

ー
の
シ
ー
、
ダ
ン
ポ
ー
ル
、
ダ
ウ
リ
ッ
シ
ュ
、
ア
ッ
シ
ュ
ウ
ェ
ル
、

デ
ィ
リ
ン
グ
ト
ン
の
土
地
譲
渡
な
ど
を
得
た
。
こ
こ
で
no.
１
の
古

英
語
境
界
を
見
て
み
る
と
、
ダ
ウ
リ
ッ
シ
ュ
、
ダ
ン
ポ
ー
ル
、
ア

ッ
シ
ュ
ウ
ェ
ル
の
地
名
が
出
て
く
る
（
地
図
中
の
①
）。
こ
れ
ら

の
地
名
は
境
界
表
示
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
も
し
そ
の
他
の
意
図
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
リ
チ
ャ
ー
ド
修

道
院
長
が
ダ
ウ
リ
シ
ュ
、
ダ
ン
ポ
ー
ル
、
ア
ッ
シ
ュ
ウ
ェ
ル
所
領

獲
得
の
た
め
そ
の
名
を
挙
げ
た
可
能
性
が
高
い
（
53
）
。
あ
る
い
は
一
〇

八
六
年
に
名
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
二
〇
ハ
イ
ド
の
所
領
と
は
ダ

ウ
リ
ッ
シ
ュ
、
ダ
ン
ポ
ー
ル
、
ア
ッ
シ
ュ
ウ
ェ
ル
を
含
ん
で
い
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
後
そ
れ
ら
の
所
領
の
権
益
が
侵
さ
れ
た

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

八
三
（
三
九
九
）



﹇
地
図
﹈
①
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
（
no.
１
）、
②
カ
リ
ー
（
・
リ
ベ
ル
）（
no.
２
）、
③
ア
イ
ル
（
no.
７
）

史

学

第
八
三
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）



た
め
、
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
に
一
〇
八
六
年
当
時
の
修
道
院

所
領
（
no.
１
）
を
創
作
し
既
得
権
益
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

次
に
no.
１
チ
ャ
ー
タ
ー
の
本
文
を
み
て
み
よ
う
。

「
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
の
フ
ロ
ダ
修
道
院
長
と
キ
リ
ス
ト
共
同
体

へ
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
地
の
二
〇
ハ
イ
ド
を
（terram

videlicet
que

appellatur
Y
lem

inister
xx

m
anencium

Frody
abbatiet

C
hristifam

ilie
que

in
M
ycleneya （

54
）
）」
譲
渡

し
た
と
あ
り
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
は
こ
の
ハ
イ
ド
数
に
注
目
す
る
。
そ

し
て
七
―
八
世
紀
の
真
正
チ
ャ
ー
タ
ー
の
ハ
イ
ド
数
は
一
〇
八
六

年
ド
ゥ
ー
ム
ズ
デ
ィ
当
時
の
も
の
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
普
通
で

あ
る
と
言
う
（
55
）
。
し
か
し
no.
１
の
ハ
イ
ド
数
は
一
致
し
て
い
る
。
こ

の
点
か
ら
no.
１
を
偽
作
と
考
え
る
な
ら
、
一
〇
八
六
年
以
降
の
偽

作
と
い
う
こ
と
に
な
り
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
が
ま
さ
に
そ
れ

に
該
当
し
て
い
る
。

以
上
、
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
関
連
文
書
を
no.
１
古
英
語
境
界
お
よ

び
本
文
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
の
諸
所

領
獲
得
の
た
め
あ
る
い
は
既
得
権
益
を
主
張
す
る
た
め
リ
チ
ャ
ー

ド
修
道
院
長
期
に
no.
１
本
文
、
境
界
条
項
と
も
偽
作
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
―
一
―
二

リ
ベ
ル
家
関
連
文
書

続
く
nos.
２８
、
２９
、
３０
、
３１
、
３２
、
３７
、
５０
そ
し
て
nos.
１４
〜
１６
、

３３
、
３４
、
７４

（
56
）
計
一
三
文
書
は
リ
ベ
ル
家
と
関
連
が
あ
る
も
の
で
あ

る
。no.

２８
（
一
二
一
三
年
）
リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
ベ
ル
（
子
）（
一
一

七
七
年
頃
―
一
二
二
二
年
）
が
、
父
リ
チ
ャ
ー
ド
が
一
二

一
一
年
に
確
認
し
た
（
no.
１０９
）
ダ
ウ
ン
ヘ
ッ
ド
の
騎
士
役

奉
仕
義
務
を
修
道
院
長
に
確
認

no.
２９
（
一
二
一
一
年
）
リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
ベ
ル
（
父
）（
一
一

五
二
年
頃
―
一
二
一
三
年
）
と
修
道
院
長
と
の
ダ
ウ
ン
ヘ

ッ
ド
の
騎
士
役
奉
仕
を
め
ぐ
る
最
終
和
解
譲
渡

no.
３０
（
一
二
二
〇
年
）
リ
チ
ャ
ー
ド
（
子
）
は
修
道
院
長
へ
パ

ル
ミ
ー
ド
の
三
エ
ー
カ
ー
の
牧
草
地
と
年
一
二
ペ
ン
ス
を

譲
渡

no.
３１
（
一
二
一
五
年
）
リ
チ
ャ
ー
ド
（
子
）
は
修
道
院
長
へ
、

（
カ
リ
ー
・
リ
ベ
ル
の
北
）
ア
ン
ダ
ー
シ
ー
か
ら
リ
チ
ャ

ー
ド
・
バ
ル
（
57
）
が
リ
チ
ャ
ー
ド
（
子
）
に
納
入
す
べ
き
年
地

代
一
マ
ル
ク
を
譲
渡

no.
３２
（
一
二
二
一
年
）
no.
３１
を
証
明
す
る
リ
チ
ャ
ー
ド
（
子
）

の
手
紙

no.
３７
（
年
代
不
明
）
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ル
は
修
道
院
長
へ
ア

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

八
五
（
四
〇
一
）



ン
ダ
ー
シ
ー
か
ら
年
三
シ
リ
ン
グ
を
譲
渡

no.
５０

（
58
）
（
一
二
二
二
年
―
一
二
四
二
年
）
ヘ
ン
リ
ー
・
オ
ル
テ
ィ

ア
ッ
ク
（
リ
チ
ャ
ー
ド
（
子
）
の
女
婿
）
が
、
ア
ブ
デ
ィ

ッ
ク
と
バ
ル
ス
ト
ー
ン
の
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
ド
レ
イ
ト
ン
、

ア
イ
ル
、
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
な
ど
の
人
々
に
、
規
則
違
反

や
エ
ー
ル
販
売
を
す
れ
ば
（
59
）

罰
金
四
ペ
ン
ス
以
下
を
科
料

リ
ベ
ル
家
は
ヘ
ン
リ
ー
二
世
時
代
に
台
頭
し
た
家
系
で
あ
る
。

リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
ベ
ル
（
父
）
が
一
一
六
六
年
に
王
領
地
カ
リ
ー

と
ラ
ン
グ
ポ
ー
ト
を
受
領
し
、
ま
た
キ
ャ
メ
ル
の
ダ
ウ
ン
ヘ
ッ
ド

を
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
か
ら
保
有
し
た
と
思
わ
れ
る
（
60
）
。
こ
の

ダ
ウ
ン
ヘ
ッ
ド
の
騎
士
役
奉
仕
を
め
ぐ
り
一
二
一
一
年
（
no.
２９
）

以
前
か
ら
修
道
院
と
対
立
し
、
そ
れ
は
約
九
〇
年
後
一
二
九
七
年

ラ
ル
フ
修
道
院
長
と
最
終
的
に
決
着
を
み
た
。
ラ
ル
フ
修
道
院
長

時
代
に
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
Ｂ
群
no.
１０９
（
一
二
一
一
年
。
リ
チ
ャ
ー

ド
・
リ
ベ
ル
（
父
）
が
ダ
ウ
ン
ヘ
ッ
ド
の
騎
士
役
奉
仕
を
確
認
）

と
no.
１１０
（
一
二
九
七
年
。
リ
チ
ャ
ー
ド
（
父
）
の
孫
の
孫
ヘ
ン
リ

ー
・
オ
ル
テ
ィ
ア
ッ
ク
が
ダ
ウ
ン
ヘ
ッ
ド
の
騎
士
役
奉
仕
を
確

認
）
が
続
け
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
no.
１０９
で
の
問
題
が

no.
１１０
ま
で
に
は
解
決
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
九
〇
年
間

修
道
院
は
リ
ベ
ル
家
と
確
執
が
続
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ａ

群
を
見
る
限
り
リ
チ
ャ
ー
ド
後
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
、
ジ
ョ
ン
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
の
三
人
の
修
道
院
長
の
文
書
で
リ
ベ
ル
家
に
関
す
る
も
の

は
皆
無
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
リ
ベ
ル
家
の
権
勢
は
リ
チ
ャ
ー
ド
修

道
院
長
期
に
最
高
潮
を
迎
え
、
そ
れ
以
降
は
相
続
人
に
恵
ま
れ
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
り
衰
退
し
て
い
っ
た
（
61
）
。
し
か
し
ダ
ウ
ン
ヘ
ッ
ド

問
題
は
解
決
を
み
な
い
ま
ま
ラ
ル
フ
修
道
院
長
期
一
二
九
七
年
に

最
終
的
な
解
決
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
62
）
。

リ
ベ
ル
家
は
一
一
六
六
年
以
降
リ
ベ
ル
の
名
が
冠
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
カ
リ
ー
・
リ
ベ
ル
を
お
そ
ら
く
本
拠
地
と
し
、
no.
５０
に

よ
れ
ば
一
三
世
紀
半
ば
前
に
は
ア
ブ
デ
ィ
ッ
ク
・
バ
ル
ス
ト
ー

ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
（
63
）
の
ド
レ
イ
ト
ン
、
ア
イ
ル
、
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ

ド
な
ど
の
人
々
に
規
則
違
反
の
罰
金
を
科
す
特
権
を
も
っ
て
い
た
（
64
）
。

一
〇
八
六
年
王
領
地
で
あ
っ
た
カ
リ
ー
は
バ
ル
ス
ト
ー
ン
・
ハ
ン

ド
レ
ッ
ド
の
中
心
地
で
、
お
そ
ら
く
ア
ブ
デ
ィ
ッ
ク
・
ハ
ン
ド
レ

ッ
ド
に
も
特
権
を
行
使
し
、
す
な
わ
ち
ア
ブ
デ
ィ
ッ
ク
・
バ
ル
ス

ト
ー
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
は
実
質
一
つ
の
単
位
と
考
え
ら
れ
て
お

り
（
65
）、
一
一
六
六
年
に
カ
リ
ー
を
王
か
ら
得
た
リ
ベ
ル
家
が
そ
の
特

権
を
引
き
継
ぎ
、
一
三
世
紀
前
半
に
も
特
権
を
行
使
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
リ
ベ
ル
家
が
行
使
し
て
い
た
特
権
の
全
容
は
不
明
で

あ
る
が
、
少
な
く
と
も
ド
レ
イ
ト
ン
、
ア
イ
ル
、
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ

ド
な
ど
の
人
々
に
規
則
違
反
の
罰
金
を
科
す
権
利
を
も
っ
て
い
た

の
は
no.
５０
か
ら
確
か
で
あ
る
（
66
）
。
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こ
こ
で
チ
ャ
ー
タ
ー
no.
２
の
本
文
を
み
て
み
る
と
、「
付
属
物

と
と
も
に
カ
リ
ー
の
土
地
の
半
分
を
（terra

que
dicitur

C
uri

ex
om

nibus
rebus

in
anim

antibus,
in

silvis,
in

pascuis,
in

pratis,
in

capturis,
nec

non
et

in
rebus

quibusque
m
ini-

m
is

firm
a

atque
perpetua

donacione
facultatis

nostre

dim
idietatem

）
譲
渡
」
し
た
と
あ
る
。「
カ
リ
ー
の
土
地
の
半

分
」
と
は
古
英
語
境
界
条
項
か
ら
実
際
に
は
カ
リ
ー
・
リ
ベ
ル
の

南
の
ド
レ
イ
ト
ン
と
、
ア
イ
ル
川
の
南
、
ア
イ
ル
川
と
パ
レ
ッ
ト

川
に
囲
ま
れ
た
地
域
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（
地
図
中
の
②
）。

ド
レ
イ
ト
ン
は
一
〇
八
六
年
当
時
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
が
保

有
し
て
い
た
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
に
も
ド
レ
イ
ト
ン
を

保
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
カ
リ
ー
・
リ

ベ
ル
に
南
接
し
て
お
り
、
一
一
六
六
年
に
リ
ベ
ル
家
が
カ
リ
ー
を

獲
得
後
、
修
道
院
が
ド
レ
イ
ト
ン
に
保
有
す
る
所
領
や
特
権
が
リ

ベ
ル
家
に
よ
り
脅
か
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ

の
ド
レ
イ
ト
ン
の
規
則
違
反
金
は
一
二
二
二
年
直
後
に
リ
ベ
ル
家

が
得
て
い
た
（
no.
５０
）。
ア
イ
ル
川
南
の
ハ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
は
か
つ

て
の
バ
ル
ス
ト
ー
ン
（
67
）
で
お
そ
ら
く
罰
金
を
科
す
権
利
は
こ
の
地
に

ま
で
及
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
ド
レ
イ
ト
ン
の
南
西
ブ
レ

イ
ド
ン
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
一
二
二
八
年
頃
ヒ
ュ
ー
・

モ
ン
ト
ソ
レ
ル
が
修
道
院
長
へ
譲
渡
す
る
（
nos.
１４
、
１５

（
68
）
、
１６
）
ま

で
修
道
院
の
保
有
所
領
で
は
な
か
っ
た
。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
no.
２
古

英
語
境
界
条
項
を
創
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ド
レ
イ
ト
ン
、
バ
ル

ス
ト
ー
ン
（
ハ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
）、
ブ
レ
イ
ド
ン
を
含
む
地
域
に
お

け
る
権
利
主
張
を
補
強
す
る
こ
と
を
画
策
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

本
文
に
は
ド
レ
イ
ト
ン
の
地
名
で
は
な
く
リ
ベ
ル
家
の
本
拠
地
名

「
カ
リ
ー
（
・
リ
ベ
ル
）（
の
土
地
半
分
）」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
は
リ
ベ
ル
家
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
カ
リ
ー

と
い
う
地
名
を
使
う
こ
と
で
リ
ベ
ル
家
に
対
抗
し
、
古
い
時
代
か

ら
修
道
院
が
そ
の
所
領
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と

し
て
チ
ャ
ー
タ
ー
本
文
を
偽
作
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の

よ
う
に
グ
ラ
ン
デ
ィ
に
よ
れ
ば
古
英
語
境
界
条
項
は
一
一
五
〇
年

―
一
二
五
〇
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道

院
長
期
も
そ
れ
に
該
当
す
る
。

さ
ら
に
no.
２
本
文
に
は
「
ス
ト
ー
ウ
ィ
の
五
ハ
イ
ド
を
譲
渡
」

し
た
と
あ
る
。
ス
ト
ー
ウ
ィ
は
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
地
方
の
所
領
で

あ
る
。
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
の
ス
ト
ー
ウ
ィ
が
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院

長
期
に
誰
の
保
有
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
一
〇
八
六
年
の

ド
ー
ム
ズ
デ
ィ
に
も
記
載
が
な
い
。
後
年
一
二
五
五
年
に
ス
ト
ー

ウ
ィ
所
領
の
領
主
で
あ
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ワ
リ
ー
ズ
が
ジ
ョ
ン

修
道
院
長
へ
こ
の
土
地
を
譲
渡
し
て
い
る
（
no.
８６
）
こ
と
を
考
え

る
と
、
同
所
領
は
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
に
は
ワ
リ
ー
ズ
家
の

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

八
七
（
四
〇
三
）



も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
一
〇
八
六
年
、
同
じ
フ
ァ
イ

ヴ
ヘ
ッ
ド
の
キ
ャ
サ
ン
ガ
ー
所
領
を
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
は

保
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
修
道
院
は
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
地
方
に

古
く
か
ら
何
ら
か
の
権
益
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
は
一
二
一
八
年
頃
キ
ャ
サ
ン
ガ
ー
の
権

利
を
放
棄
し
、
そ
れ
は
ロ
ー
サ
ム
家
保
有
と
な
っ
た
（
69
）
（
nos.
３３
、

34
）。
さ
ら
に
一
二
一
九
年
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
は
、
リ
チ
ャ

ー
ド
・
マ
ー
テ
ィ
ン
に
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
の
一
ヴ
ァ
ー
ゲ
イ
ト
の

土
地
の
権
利
を
譲
渡
し
て
い
る
（
no.
７４
）。
こ
の
よ
う
に
リ
チ
ャ

ー
ド
は
か
つ
て
の
よ
う
に
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
地
方
の
土
地
保
有
権

を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
フ
ァ
イ

ヴ
ヘ
ッ
ド
の
規
則
違
反
金
は
リ
ベ
ル
家
が
得
て
い
た
。
そ
こ
で
no.

２
本
文
の
「（
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
の
）
ス
ト
ー
ウ
ィ
譲
渡
」
を
創

作
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

一
方
、
本
文
に
は
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。「
ま
た
ム
ー
ダ
と

い
う
名
の
俗
人
が
持
っ
て
い
た
六
ハ
イ
ド
の
土
地
を
（et

sextam

m
ansam

quam
habuit

laicus
nom

inee
M
uda

）（
修
道
院

へ
）
譲
渡
し
た
」。
こ
の
六
ハ
イ
ド
の
土
地
が
ど
こ
か
は
判
明
し

な
い
。
ム
ー
ダ
が
誰
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
。
も
し

こ
の
土
地
が
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
や
リ
ベ
ル
家
、
ワ
リ
ー
ズ

家
、
ロ
ー
サ
ム
家
な
ど
と
無
関
係
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
有
力
土
地

保
有
家
系
に
対
抗
す
る
た
め
に
こ
の
土
地
譲
渡
を
記
述
す
る
必
要

は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
ム
ー
ダ
の
土
地
」
に
つ
い
て
は
状
況

証
拠
か
ら
結
論
は
出
せ
な
い
が
、「
カ
リ
ー
の
土
地
半
分
」
や

「（
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
の
）
ス
ト
ー
ウ
ィ
」
と
書
か
れ
て
い
る
部
分

に
つ
い
て
は
、
古
英
語
境
界
条
項
や
リ
ベ
ル
家
の
特
権
領
か
ら
推

測
す
る
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
に
創
作
さ
れ
た
可
能
性
が

高
い
。

以
上
の
よ
う
に
no.
２
古
英
語
境
界
条
項
、
本
文
は
お
そ
ら
く
リ

チ
ャ
ー
ド
期
の
偽
作
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
―
一
―
三

ア
イ
ル
関
連
文
書

最
後
に
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
の
ア
イ
ル
所
領
を
め
ぐ
る
関

連
文
書
を
み
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
リ
チ
ャ
ー
ド
が
ト
ー
マ
ス
・
ア

ル
ボ
モ
ナ
ス
テ
リ
オ
（
70
）
に
ア
イ
ル
の
土
地
と
牧
草
地
を
譲
渡
し
た
no.

６１
チ
ャ
ー
タ
ー
と
、
no.
９
の
バ
ー
ス
司
教
が
修
道
院
に
サ
マ
ー
ト

ン
教
会
の
代
理
司
祭
禄
（vicarage

）
を
確
認
し
た
二
文
書
で
あ

る
。
no.
９
に
つ
い
て
は
説
明
を
要
す
る
が
、
そ
の
説
明
は
マ
ッ
チ

ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
の
北
西
部
に
位
置
す
る
ア
テ
ル
ニ
ー
修
道
院
と

の
関
係
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。
ま
ず
事
実
関
係
を
確
認
し
よ
う
。

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
六
九
三
年
に
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院

長
は
イ
ネ
王
よ
り
ア
イ
ル
（
・
ア
ボ
ッ
ツ
）
の
三
ハ
イ
ド
を
得
た
。
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ま
た
七
六
二
年
に
キ
ネ
ウ
ル
フ
王
が
八
ハ
イ
ド
を
修
道
院
長
に
譲

渡
し
た
の
は
、
ア
ス
ト
ン
に
よ
れ
ば
イ
ル
ト
ン
、
ア
シ
ー
ル
を
含

む
地
域
で
あ
り
（
71
）
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
ば
no.
７
の
古
英
語
境
界
と
一

致
す
る
（
地
図
中
の
③
）。
一
〇
八
六
年
の
ド
ゥ
ー
ム
ズ
デ
ィ
で

は
ア
イ
ル
・
ア
ボ
ッ
ツ
を
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
が
保
有
し
て

い
る
が
、
し
か
し
イ
ル
ト
ン
、
ア
シ
ー
ル
は
ア
テ
ル
ニ
ー
修
道
院

の
保
有
と
な
っ
て
い
る
。
ア
テ
ル
ニ
ー
修
道
院
長
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト

（
一
一
九
八
―
一
二
二
七
）
が
、
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
と
ア

テ
ル
ニ
ー
修
道
院
を
管
轄
す
る
バ
ー
ス
司
教
ジ
ョ
セ
リ
ン
（
72
）
（
一
二

〇
六
―
四
二
）
に
、
イ
ル
ト
ン
教
会
の
聖
職
推
挙
権
（advow

-

son

）
を
ウ
ェ
ル
ズ
聖
堂
参
事
会
員
禄
と
す
る
た
め
に
与
え
て
い

る
こ
と
か
ら
（
73
）
、
一
三
世
紀
初
、
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
に
も
イ

ル
ト
ン
は
ア
テ
ル
ニ
ー
修
道
院
所
領
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
イ

ル
ト
ン
は
ま
わ
り
を
ほ
と
ん
ど
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
所
領
が

囲
ん
で
お
り
、
し
か
も
イ
ル
ト
ン
は
ア
テ
ル
ニ
ー
保
有
と
な
る
以

前
（
七
六
二
年
）
に
は
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
の
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
、
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
は
イ
ル
ト
ン
所
領
獲
得
を
欲
し

て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
一
方
、
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
は
ア

テ
ル
ニ
ー
修
道
院
と
サ
マ
ー
ト
ン
教
区
を
め
ぐ
っ
て
対
立
関
係
に

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
の
言
い
分
に
よ
れ

ば
ヘ
ン
リ
ー
一
世
時
代
か
ら
サ
マ
ー
ト
ン
教
会
の
代
理
司
祭
禄
は

同
修
道
院
に
与
え
ら
れ
て
い
た
（
no.
９８
）。
そ
し
て
no.
９
に
よ
れ

ば
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
時
代
初
期
、
バ
ー
ス
司
教
サ
ヴ
ァ
リ
ッ

ク
（
74
）（
一
一
九
二
―
一
二
〇
五
）
に
よ
り
サ
マ
ー
ト
ン
教
会
の
代
理

司
祭
禄
が
確
認
さ
れ
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
が
主
張
し
て
い
た

古
く
か
ら
の
権
利
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
一
二
一
二
年
、

王
が
聖
職
禄
授
与
権
を
行
使
し
た
た
め
（
75
）
、
再
び
、
リ
チ
ャ
ー
ド
は

権
利
確
認
を
必
要
と
し
た
。
し
か
し
リ
チ
ャ
ー
ド
期
に
は
そ
れ
は

か
な
わ
ず
歿
後
四
年
一
二
三
九
年
に
ジ
ョ
セ
リ
ン
司
教
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
（
no.
１０
）。
そ
の
時
ア
テ
ル
ニ
ー
修
道
院
長
ロ
ジ
ャ
ー

（
一
二
二
七
―
四
五
）
は
、
内
容
は
不
明
だ
が
サ
マ
ー
ト
ン
教
区

の
一
部
の
取
り
分
を
得
た
（
76
）
。
ア
テ
ル
ニ
ー
は
前
述
の
よ
う
に
一
三

世
紀
初
め
に
、
ジ
ョ
セ
リ
ン
司
教
に
イ
ル
ト
ン
を
与
え
た
お
か
げ

で
司
教
の
愛
顧
を
受
け
、
一
二
三
九
年
サ
マ
ー
ト
ン
教
区
の
取
り

分
を
得
る
運
び
と
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ア
テ
ル
ニ
ー
の
画

策
は
一
二
三
九
年
以
前
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
の
頃
か
ら
あ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。
イ
ル
ト
ン
に
せ
よ
、
サ
マ
ー
ト
ン
教
区
の
権

利
に
せ
よ
も
と
も
と
は
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
に
属
す
る
（
77
）
と
考
え
て
い

た
リ
チ
ャ
ー
ド
は
ア
テ
ル
ニ
ー
修
道
院
に
敵
対
心
を
も
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
ア
テ
ル
ニ
ー
修
道
院
が
当
時
保
有
し
て
い
た
イ
ル

ト
ン
も
含
め
た
か
つ
て
（
七
六
二
年
）
の
ア
イ
ル
所
領
の
境
界
を

付
け
た
no.
７
を
創
作
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
ア
イ
ル

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

八
九
（
四
〇
五
）



は
三
―
一
―
二
で
述
べ
た
よ
う
に
リ
ベ
ル
家
が
規
則
違
反
金
を
科

す
こ
と
の
で
き
る
特
権
地
域
で
あ
っ
た
。
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長

は
ア
テ
ル
ニ
ー
修
道
院
お
よ
び
リ
ベ
ル
家
対
抗
策
と
し
て
no.
７
の

古
英
語
境
界
を
創
作
し
、
ア
イ
ル
地
方
に
保
有
し
て
い
た
か
つ
て

の
既
得
権
益
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

no.
７
本
文
に
関
し
て
は
「
ア
イ
ル
の
一
〇
ハ
イ
ド
」
を
譲
渡
さ

れ
た
と
あ
る
。
六
九
三
年
の
イ
ネ
王
に
よ
る
譲
渡
三
ハ
イ
ド
と
、

七
六
二
年
の
キ
ネ
ウ
ル
フ
王
に
よ
る
八
ハ
イ
ド
を
加
え
る
と
約
一

〇
ハ
イ
ド
に
な
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
は
no.
７
本
文
を
偽
作
し
イ
ル
ト

ン
を
含
め
た
ア
イ
ル
地
域
の
一
〇
ハ
イ
ド
の
保
有
を
改
め
て
強
調

し
よ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
リ
チ
ャ
ー
ド
修

道
院
長
期
に
は
no.
７
を
偽
作
す
る
理
由
が
複
数
存
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
三
―
一
―
一
、
三
―
一
―
二
、
三
―
一
―
三
の

諸
文
書
以
外
に
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
に
は
、
サ
マ
ー
ト
ン
の

八
エ
ー
カ
ー
が
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
の
聖
具
係
に
譲
渡
さ
れ
た
も
の

（
no.
３８
）、
バ
ー
ト
ン
（
カ
リ
ー
・
リ
ベ
ル
と
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
の

間
）
の
半
ヴ
ァ
ー
ゲ
イ
ト
（
no.
７５
）
と
一
ポ
ン
ド
の
蝋
燭
（
no.

８１
）
を
得
た
文
書
、
イ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
の
ブ
ラ
ン
家
に
家
屋
と
二
、

五
エ
ー
カ
ー
の
土
地
を
与
え
た
（
nos.
９５
、
96
）
も
の
計
五
つ
の
文

書
が
あ
る
。

し
か
し
今
ま
で
み
た
よ
う
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
の
二

八
文
書
の
ほ
と
ん
ど
が
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
、
リ
ベ
ル
家
、
ア
イ
ル

に
関
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
no.
１
、
no.
２
、
no.
７
の
古

英
語
境
界
条
項
を
リ
チ
ャ
ー
ド
期
に
創
作
す
る
理
由
を
大
い
に
推

測
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
各
チ
ャ
ー
タ
ー
の
本
文
を
偽
作

し
た
か
も
知
れ
な
い
。

三
―
二

そ
の
他
の
修
道
院
長
期

最
後
に
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
以
外
に
つ
い
て
も
検
討
し
て

み
よ
う
。
リ
チ
ャ
ー
ド
の
前
任
者
ヒ
ュ
ー
修
道
院
長
の
文
書
は
no.

８
の
み
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
に
続
く
ウ
ォ
ル
タ
ー
修
道
院
長
期

（
一
二
三
七
―
五
二
）
の
諸
文
書
に
は
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
か
ら
遠

く
離
れ
た
所
領
に
関
す
る
文
書
が
多
く
、
そ
こ
か
ら
は
nos.
１
、
２
、

７
の
偽
作
に
つ
な
が
る
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
。
ジ
ョ
ン
修
道
院

長
期
（
一
二
五
二
―
七
四
）
も
積
極
的
な
偽
作
理
由
が
見
当
た
ら

な
い
。
ジ
ョ
ン
修
道
院
長
期
に
は
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
の
諸
所
領
を

譲
渡
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
前
々
修
道
院
長
、
前
修
道
院
長
時

代
か
ら
の
着
実
な
保
有
地
集
積
の
結
果
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
no.
２
チ
ャ
ー
タ
ー
の
地
名
ス
ト
ー
ウ
ィ
の
領
主
が
一
二
五
五

年
ジ
ョ
ン
修
道
院
長
に
土
地
を
譲
渡
し
て
い
る
（
no.
８６
）
が
、
こ

史
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の
頃
ま
で
に
は
リ
ベ
ル
家
の
権
勢
は
す
で
に
衰
退
し
て
お
り
、
リ

ベ
ル
家
対
抗
策
と
し
て
no.
２
を
偽
作
し
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
ま

た
ア
テ
ル
ニ
ー
修
道
院
と
も
一
二
五
四
年
和
解
し
、
マ
ッ
チ
ェ
ル

ニ
ー
修
道
院
は
ア
テ
ル
ニ
ー
か
ら
サ
マ
ー
ト
ン
王
領
地
の
十
分
の

一
税
を
得
た
（
no.
１１
）。
最
後
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
修
道
院
長
期
（
一

二
七
四
―
九
四
）
の
文
書
の
半
分
は
一
二
八
〇
年
審
問
調
査
報
告

書
で
主
に
サ
マ
ー
ト
ン
や
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
に
つ
い
て
審
問
を
受

け
て
い
る
。
従
っ
て
お
そ
ら
く
ウ
ィ
リ
ア
ム
も
nos.
１
、
２
、
７
の

偽
作
に
は
無
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
ら
各
修
道
院
長
の
文
書
に
つ
い

て
は
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

以
上
、
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
・
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
Ａ
群
文
書
全
体

を
検
討
し
た
結
果
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
nos.
１
、

２
、
７
は
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
に
創
作
・
偽
作
さ
れ
た
可
能

性
が
最
も
高
い
と
言
え
よ
う
。
そ
の
理
由
は
、
古
い
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
時
代
か
ら
の
特
権
や
あ
る
い
は
一
〇
八
六
年
当
時
に
修

道
院
が
保
有
し
て
い
た
所
領
に
関
す
る
既
得
権
益
を
、
特
に
リ
ベ

ル
家
や
ア
テ
ル
ニ
ー
修
道
院
の
よ
う
な
新
た
な
土
地
・
特
権
保
有

者
に
対
し
て
主
張
す
る
た
め
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
文
書
形
式
学
的
方
法
に
よ
り
チ

ャ
ー
タ
ー
自
体
の
情
報
か
ら
偽
作
と
さ
れ
た
三
通
の
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
を
、
当
該
チ
ャ
ー
タ
ー
が
収
録
さ
れ
て

い
る
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
Ａ
群
全
体
か
ら
検
討
し
た
結
果
、
ノ
ル
マ

ン
征
服
後
一
二
〇
〇
年
頃
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
（
一
一
九
五

―
一
二
三
五
）
に
修
道
院
の
既
得
権
益
主
張
の
た
め
偽
作
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

中
村
敦
子
氏
は
「
一
一
、
一
二
世
紀
は
中
世
全
般
の
な
か
で
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
お
び
た
だ
し
い
偽
文
書
が
作
成
さ
れ
、
中
世

偽
作
の
最
高
潮
の
時
代
と
も
さ
れ
る
（
78
）
」
と
し
、
偽
文
書
が
生
み
出

さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
サ
ザ
ー
ン
、
ブ
ル
ッ
ク
、
サ
ー
ル
ら
の
研

究
を
紹
介
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
二
世
紀
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

地
で
司
教
や
世
俗
権
力
者
が
伝
統
的
修
道
院
の
権
益
を
攻
撃
し
始

め
た
時
代
で
あ
っ
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
所
領
権
益
の

混
乱
状
況
を
生
み
出
し
た
ノ
ル
マ
ン
征
服
後
、
特
に
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
時
代
起
源
の
古
い
修
道
院
に
お
い
て
所
領
剥
奪
の
脅
威

に
対
し
て
文
書
証
拠
に
よ
り
既
得
権
益
を
確
実
化
す
る
こ
と
で
対

抗
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
法
的
手
続
き
の
発
展
を
み
る
ヘ
ン
リ

ー
二
世
時
代
（
一
一
五
四
―
八
九
）
偽
文
書
作
成
の
最
盛
期
を
生

ん
だ
の
で
あ
る
。
同
時
期
に
あ
っ
て
、
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院

は
リ
チ
ャ
ー
ド
一
世
（
一
一
八
九
―
九
九
）、
ジ
ョ
ン
王
（
一
一

九
九
―
一
二
一
六
）、
ヘ
ン
リ
ー
三
世
（
一
二
一
六
―
七
二
）
治

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

九
一
（
四
〇
七
）



世
の
政
治
的
混
乱
の
中
に
あ
っ
た
。
ま
た
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
を
管

轄
す
る
バ
ー
ス
司
教
サ
ヴ
ァ
リ
ッ
ク
は
、
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
修

道
院
の
修
道
士
た
ち
の
反
対
に
あ
い
な
が
ら
一
一
九
三
年
に
同
修

道
院
長
と
な
り
、
ま
た
一
一
九
七
年
に
司
教
座
を
バ
ー
ス
か
ら
グ

ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
へ
と
移
し
た
。
修
道
士
た
ち
は
ロ
ー
マ
教
皇
へ

訴
え
た
が
、
結
局
教
皇
は
サ
ヴ
ァ
リ
ッ
ク
を
支
持
し
た
。
し
か
し

サ
ヴ
ァ
リ
ッ
ク
歿
後
一
二
〇
六
年
に
司
教
と
な
っ
た
ジ
ョ
セ
リ
ン

は
一
二
一
九
年
に
再
び
司
教
座
を
バ
ー
ス
へ
戻
す
こ
と
と
な
っ
た
。

マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
も
こ
の
間
の
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
た
可

能
性
が
あ
る
（
79
）
。
こ
の
よ
う
な
管
轄
司
教
座
の
不
安
定
性
も
背
景
に
、

前
述
の
よ
う
に
有
力
土
地
保
有
者
に
対
抗
す
る
た
め
、
nos.
１
、
２
、

７
が
偽
作
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
本
稿
で
は
、
文
書
形
式
学
的
方
法
に
よ
り
偽
作
と
さ
れ
た

チ
ャ
ー
タ
ー
を
そ
れ
が
収
録
さ
れ
た
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
の
他
の
文

書
と
合
わ
せ
て
分
析
し
た
結
果
、
先
行
研
究
で
は
推
測
し
難
か
っ

た
（
80
）チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
時
期
や
偽
作
理
由
を
考
察
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
偽
作
さ
れ
た
時
点
で

の
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
が
置
か
れ
た
状
況
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
、
そ
の
当
時
に
関
す
る
歴
史
諸
研
究
を
補
完
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

今
後
は
本
稿
で
留
保
し
た
no.
３
チ
ャ
ー
タ
ー
に
関
し
て
考
察
を

進
め
た
い
と
考
え
る
。
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ア
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
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「
チ
ャ
ー
タ
ー
、
告
知
文
書
、
そ
し
て
手
紙

―
「
征
服
」
前

の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
文
書
史
料
―
」
鶴
島
博
和
・
春
田
直

紀
編
著
『
日
英
中
世
史
料
論
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
、

三
九
―
六
七
頁
、
参
照
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（
５
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鶴
島
博
和
「
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
の
世
界

―
保
管
と
記
録
―
」、

鶴
島
博
和
・
春
田
直
紀
編
著
前
掲
書
、
二
八
九
―
三
一
二
頁
、
二

九
〇
頁
。

（
６
）
岡
崎
敦
氏
は
「
個
人
或
い
は
法
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
、
そ

れ
ら
自
ら
に
固
有
に
属
す
る
文
書
史
料
の
コ
ピ
ー
の
集
成
で
あ
り
、

作
成
者
は
、
冊
子
或
い
は
よ
り
稀
に
は
巻
物
に
、
そ
の
財
産
及
び

諸
権
利
に
関
す
る
権
利
証
書
及
び
そ
の
歴
史
或
い
は
管
理
に
関
す

る
史
料
を
、
そ
の
保
存
の
確
保
及
び
参
照
の
便
宜
の
た
め
に
、
完

史
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全
に
或
い
は
時
に
し
て
抜
粋
の
形
で
、
転
写
或
い
は
転
写
さ
せ

る
」
と
い
う
定
義
を
採
用
し
て
い
る
（
岡
崎
敦
「
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
中
世
古
文
書
学
の
現
在
―
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
研
究
集
会
に
出

席
し
て
―
」『
史
学
雑
誌
』
一
〇
二
―
一
、
一
九
九
三
年
、
八
九

―
一
一
〇
頁
、
八
九
頁
）。

（
７
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M
.
A
ston,
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n
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in
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Som
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rigins

of
M
uchelney

A
bbey’,

Som
erset

A
rchaeology

and
N
atural

H
istory

150,2007,pp.63

�71.

七
〇
〇
年
頃
の
マ
ッ
チ

ェ
ル
ニ
ー
近
辺
の
地
形
や
修
道
院
の
実
体
を
探
っ
て
い
る
。

（
８
）D

.D
.
K
now

les,
C
.N

.L
.
B
rooke

&
V
.C

.M
.
London

eds.,
T
he

H
eads

of
R
eligious

H
ouses

E
ngland

and
W
ales

940

�

1216,
C
am

bridge,1972,pp.56
�7.

（
９
）

E
.H

.
B
ates,

T
w
o
C
artularies

of
the

B
enedictine

A
bbeys

of
M
uchelney

and
A
thelney

in
the

C
ounty

ofSom
erset,

Som
-

erset
R
ecord

Society,1899,p.1.

し
か
し
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
と
エ
ド

ワ
ー
ズ
は
一
三
世
紀
末
と
す
る
（G

.R
.C
.D

avis,op.
cit.,

p.77,
no.685,

H
.
E
dw

ards,
T
he

C
harters

of
the

E
arly

W
est

Saxon
K
ingdom

,
O
xford,1988,p.198

）。

（
１０
）
一
五
三
八
年
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
は
解
散
さ
れ
、
一
五
七

〇
年
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
伯
エ
ド
ワ
ー
ド
・
セ
イ
モ
ア
が
こ
の
カ
ー

チ
ュ
ラ
リ
ー
を
所
有
、
一
七
世
紀
末
に
は
ア
リ
ス
バ
リ
ー
伯
の
手

に
渡
り
、
一
九
七
〇
年
競
売
に
か
け
ら
れB

ritish
Library

所
蔵

と
な
り
現
在A

dd
M
S
56488

と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。
カ
ー

チ
ュ
ラ
リ
ー
は
縦
二
四
セ
ン
チ
×
横
一
七
セ
ン
チ
、
ま
ず
一
一
世

紀
半
ば
の
頌
歌
が
フ
ォ
リ
オ
五
枚
に
書
か
れ
、
フ
ォ
リ
オ
六
、
七

が
Ｂ
群
、
フ
ォ
リ
オ
八
―
七
〇
が
Ａ
群
、
フ
ォ
リ
オ
七
一
―
八
一

が
Ｃ
群
を
形
成
し
て
い
る
（
フ
ォ
リ
オ
七
三
、
フ
ォ
リ
オ
八
〇
裏

は
空
白
）。
Ａ
群
は
縦
一
九
セ
ン
チ
×
横
一
一
、
五
セ
ン
チ
内
に
二

六
行
前
後
ゴ
シ
ッ
ク
・
ブ
ッ
ク
ハ
ン
ド
字
体
に
よ
り
書
か
れ
て
い

る
。
赤
字
で
題
が
二
―
三
行
続
い
た
後
、
本
文
最
初
の
大
文
字
の

み
が
赤
か
青
で
彩
色
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
群
最
後
に
追
加
さ
れ
た
異

な
る
イ
ン
ク
に
よ
る
チ
ャ
ー
タ
ー
二
通
を
、
エ
ド
ワ
ー
ズ
は

〈
Ａ
〉
と
は
別
の
書
記
の
も
の
と
し
て
い
る
が
（H

.E
dw

ards,op.
cit.,

p.198

）、
同
じ
字
体
で
し
か
も
前
文
書
に
続
け
て
書
か
れ
次

の
フ
ォ
リ
オ
と
は
折
丁
が
分
か
た
れ
て
い
る
た
め
、
別
の
書
記
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
書
記
〈
Ａ
〉
の
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
Ａ
群
に
収
録
さ
れ
た
文
書
と
し
て
扱

う
。
Ｂ
群
は
カ
ー
シ
ヴ
・
ア
ン
グ
リ
カ
ー
ナ
字
体
で
書
か
れ
題
や

大
文
字
の
彩
色
は
な
い
。
フ
ォ
リ
オ
六
裏
、
七
表
が
Ａ
群
の
内
容

リ
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ォ
リ
オ
六
表
、
六
裏
・
七
表
、
七
裏

は
文
字
の
大
き
さ
な
ど
が
微
妙
に
異
な
る
が
同
一
人
物
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
イ
ン
ク
の
色
は
同
一
で
少
な
く
と
も

同
時
期
に
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
Ｂ
群
に
挙
げ
ら
れ
た
Ａ
群
リ

ス
ト
は
七
九
で
、
Ａ
群
一
〇
六
の
文
書
す
べ
て
が
リ
ス
ト
化
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
リ
ス
ト
か
ら
は
Ａ
群
冒
頭
の
ア
ン
グ

ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
七
通
や
末
尾
の
一
二
八
〇
年
審
問

調
査
報
告
七
文
書
、
そ
の
他
の
文
書
が
抜
け
て
い
る
。
Ａ
群
初
め

の
諸
文
書
が
多
く
抜
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
初
の
計
画
で
は
す

べ
て
の
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
が
途
中
か
ら

逐
一
リ
ス
ト
化
し
よ
う
と
考
え
直
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
リ
ス

ト
は
二
ペ
ー
ジ
に
き
ち
ん
と
収
ま
り
リ
ス
ト
化
の
た
め
の
Ａ
群
文

書
選
択
は
ス
ペ
ー
ス
の
問
題
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
一
四
四

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

九
三
（
四
〇
九
）



五
年
以
降
最
終
的
に
綴
じ
ら
れ
た
際
、
Ｂ
群
は
Ａ
群
リ
ス
ト
が
付

い
て
い
た
た
め
Ａ
群
の
前
に
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
１１
）
ベ
イ
ツ
前
掲
書
で
は
、W

.H
.Stevenson

が
ア
ン
グ
ロ
・
サ

ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
を
転
写
し
、
注
釈
を
付
け
て
い
る
。
そ
の

他
の
文
書
はE

.H
.B

ates

が
英
訳
と
注
釈
を
担
当
し
て
い
る
。
ベ

イ
ツ
の
英
訳
は
一
部
は
完
訳
、
長
い
文
書
は
要
約
さ
れ
て
い
る
。

（
１２
）
鶴
島
博
和
前
掲
論
文
、
二
九
四
頁
。

（
１３
）

P
.
C
haplais,

‘Som
e

E
arly

A
nglo-Saxon

D
iplom

as
on

Single
Sheets

:O
riginals

or
C
opies?’,

Journal
of

the
Society

ofA
rchivists

3
,1968,pp.63

�87

参
照
。

（
１４
）
ベ
イ
ツ
は
Ａ
群
文
書
を
nos.
１
〜
１０６
、
Ｂ
群
の
リ
ス
ト
以
外
の
文

書
を
nos.
１０７
〜
１１０
、
Ｃ
群
文
書
を
nos.
１１１
〜
１３７
と
番
号
を
付
け
、
本
稿

も
そ
れ
に
倣
う
。

（
１５
）
Ｓ
２４９
はP

.
H
.
Saw

yer,
A
nglo-Saxon

C
harters

:A
n
A
nno-

tated
List

and
B
ibliography

（London,1968
）
の
リ
ス
ト
ナ
ン

バ
ー
。
現
在
は
オ
ン
ラ
イ
ン
版E

lectronic
Saw

yer
で
新
し
い
研

究
成
果
も
見
ら
れ
る
（http://w

w
w
.esaw

yer.org.uk/about/in-
dex.htm

l

）。

（
１６
）
現
在
の
カ
リ
ー
・
リ
ベ
ル
。
一
一
六
六
年
以
前
に
は
カ
リ
ー
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
他
に
も
カ
リ
ー
と
呼
ば
れ
る
地
名
が
あ
る
が
、

本
稿
で
は
カ
リ
ー
・
リ
ベ
ル
を
指
す
。

（
１７
）
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
は
地
方
名
で
も
地
名
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。

（
１８
）
現
在
の
ア
イ
ル
・
ア
ボ
ッ
ツ
。
文
書
に
よ
っ
て
は
ア
イ
ル
が
ア

イ
ル
・
ア
ボ
ッ
ツ
を
含
む
近
辺
の
地
方
名
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
地
方
名
の
場
合
ア
イ
ル
、
地
名
は
ア
イ
ル
・
ア
ボ
ッ
ツ

と
表
記
す
る
。
no.
５
は
ア
イ
ル
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
ア

イ
ル
・
ア
ボ
ッ
ツ
を
指
し
て
お
り
、（

）
に
入
れ
て
補
っ
た
。

（
１９
）
エ
ル
フ
ウ
ォ
ル
ド
司
教
に
関
し
て
は
本
文
七
一
頁
で
述
べ
る
。

（
２０
）
そ
の
一
葉
は
現
在
ト
ー
ン
ト
ン
のSom

erset
R
ecord

O
ffice

にD
D
/SA

S
PR

502

と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。

（
２１
）
各
研
究
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
no.
５（
Ｓ
２４０
）はhttp

://w
w
w
.

esaw
yer.org

.uk
/
charter/

240.htm
l

参
照
。
同
様
に261.,

1176.,244.

の
コ
メ
ン
ト
参
照
。

（
２２
）

H
.
E
dw

ards,
op.

cit,
pp.

197

�208,
E
.H

.
B
ates,

op.
cit.,

pp.36

�7.

（
２３
）
最
近
で
もC

.
G
athercole

（A
n
A
rchaeological

A
ssessm

ent
ofIlm

inster,
Som

erset
C
ounty

C
ouncil,2003,p.4

）
が
中
世

あ
る
い
は
お
そ
ら
く
一
〇
世
紀
の
偽
作
と
述
べ
る
。

（
２４
）

G
.
B
.
G
rundy,

T
he

Saxon
C
harters

and
F
ield

N
am

es
of

Som
erset,

Som
ersetshire

A
rchaeological

and
N
atural

H
is-

tory
Society,1935,pp.138

�42.

ホ
ワ
イ
ト
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、

詳
細
な
古
英
語
境
界
条
項
の
初
出
は
八
一
四
年
の
チ
ャ
ー
タ
ー
で
、

一
〇
世
紀
に
は
通
常
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
は
し
ば

し
ば
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
の
チ
ャ
ー
タ
ー
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
（op.

cit.,
p.338

）。

（
２５
）

E
.H

.
B
ates,

op.
cit.,

p.38,
P
.
C
haplais,

‘T
he

A
uthentic-

ity
of

the
R
oyal

A
nglo-Saxon

D
iplom

as
of

E
xeter’,

B
ulletin

of
the

Institute
of

H
istorical

R
esearch

vol.
39,

no.
99,

1966,
pp.1

�34,p.5.

エ
ド
ワ
ー
ズ
は
no.
２
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
な

く
「
お
そ
ら
く
真
正
」
と
述
べ
る
（op.

cit.,
p.207

）。

（
２６
）
福
音
書
へ
の
記
載
が
ノ
ル
マ
ン
征
服
後
の
実
践
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
疑
わ
し
い
。D

.Jenkins
&

M
.E
.O

w
en,‘T

he
W
elsh

史

学

第
八
三
巻

第
四
号

九
四
（
四
一
〇
）



M
arginalia

in
the

Lichfield
G
ospels’,

C
am

bridge
M
edieval

C
eltic

Studies
5,1983,pp.37

�66,p.65.
P
.
W
orm

ald,
T
he

M
aking

of
E
nglish

Law
vol.

1,
O
xford

,
1999,p.187,no.103.

（
２７
）

G
.B

.G
rundy,op.

cit.,
p.131

�3.

（
２８
）

E
.H

.B
ates,op.

cit.,
p.49.

（
２９
）

F
.
M
.
Stenton,

T
he

Latin
C
harters

of
the

A
nglo-Saxon

Period,
O
xford,1955,pp.14

�6.

（
３０
）

H
.
P
.
R
.
Finberg

ed
.,

T
he

E
arly

C
harters

of
W
essex,

Leicester,1964,p.142,no.492.E
lectronic

Saw
yer

は
シ
ャ

ー
ボ
ー
ン
司
教
エ
ル
フ
ウ
ォ
ル
ド
（958

×964

―978

）
あ
る
い

は
ク
レ
デ
ィ
ト
ン
司
教
エ
ル
フ
ウ
ォ
ル
ド
（953

―972

）
の
い
ず

れ
も
可
能
と
す
る
。

（
３１
）
no.
３
で
エ
ル
フ
ウ
ォ
ル
ド
は
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
の
修
道

士
た
ち
を
統
轄
す
る
者
と
し
て
記
述
さ
れ
る（「ut

A
lfw

old
presul

egregius
vita

com
ite

eidem
presideat

m
onasterio

m
onachosque

inibi…

」E
.H

.
B
ates,

op.
cit.,

p.40
）。
証
人

リ
ス
ト
に
も
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（「E

go
A
luuold

cor-
roboravi

」）。

（
３２
）

H
.P.R.Finberg,op.cit.,p.142,no.489,

D
.D

.
K
now

les,
C
.N

.L.B
rooke

&
V
.C

.
M
.
London

eds,
op.

cit.,
p.

56

に

は
九
六
四
年
の
修
道
院
長
名
と
し
て
no.
３
を
根
拠
にA

E
lfw

old

が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
no.
７
の
エ
ル
フ
ウ
ォ
ル
ド
「
司
教
」

が
同
じ
修
道
院
長
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。E

lec-
tronic

Saw
yer

は
no.
３
を
シ
ャ
ー
ボ
ー
ン
司
教
エ
ル
フ
ウ
ォ
ル
ド

と
す
る
。

（
３３
）

G
.B

.G
rundy,op.

cit.,
pp.136

�8.

（
３４
）
岡
崎
敦
前
掲
論
文
、
八
九
―
一
一
〇
頁
。

（
３５
）

A
.
J.

K
osto

&
A
.W

inroth
eds.,

C
harters,C

artularies,
and

A
rchives

:T
he

Preservation
and

T
ransm

ission
of

D
ocu-

m
ents

in
the

M
edieval

W
est,

Proceedings
of

a
C
olloquium

of
the

C
om

m
ission

Internationale
de

D
iplom

atique
,

T
ronto,2002.

（
３６
）
岡
崎
敦
前
掲
論
文
、
参
照
。
松
尾
佳
代
子
「
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル

を
読
む
―
一
二
世
紀
初
に
お
け
る
サ
ン
・
メ
ク
サ
ン
修
道
院
と
リ

ュ
ー
ジ
ニ
ャ
ン
城
主
―
」『
史
林
』
八
八
―
二
、
二
〇
〇
五
年
、
一

一
五
―
三
七
頁
、
参
照
。

（
３７
）
松
尾
佳
代
子
同
、
一
二
〇
頁
。

（
３８
）
以
下
が
一
〇
文
書
で
あ
る
。

Ｂ
群

no.
１０７
（
一
二
六
六
年
）
ジ
ョ
ン
修
道
院
長
が
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
の

聖
具
係
へ
イ
ー
ス
ト
モ
ア
の
六
エ
ー
カ
ー
の
牧
草
地
を
譲
渡

no.
１０８
（
一
二
七
七
年
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
修
道
院
長
が
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ

ー
の
厨
房
へ
牧
草
地
、
屋
敷
地
な
ど
を
譲
渡

no.
１０９
（
一
二
一
一
年
）
リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
ベ
ル
（
父
）
が
ダ
ウ
ン

ヘ
ッ
ド
の
騎
士
役
奉
仕
を
確
認

Ｃ
群

no.
１１２
（
一
二
八
〇
年
以
後
）
サ
マ
ー
ト
ン
教
会
な
ど
に
関
す
る
覚

書no.
１１５
（
一
二
五
九
年
）
ト
マ
ス
・
パ
ー
ラ
ム
が
ヴ
ィ
ッ
ク
の
チ
ャ

ペ
ル
に
土
地
や
牧
草
地
を
譲
渡

no.
１１６
（
一
二
五
九
年
）
バ
ー
ス
司
教
に
よ
る
no.
１１５
の
検
分

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

九
五
（
四
一
一
）



no.
１２３
（
一
二
七
一
年
）
カ
リ
ー
・
リ
ベ
ル
の
チ
ャ
ペ
ル
の
権
利
を

め
ぐ
り
ウ
ォ
ル
タ
ー
主
任
司
祭
と
和
解
（
no.
２３
参
照
）

no.
１２６
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
期
）
デ
ィ
リ
ン
グ
ト
ン
を
め
ぐ
り
和
解

no.
１２７
（
一
二
四
二
年
）
サ
イ
モ
ン
・
グ
リ
ン
ド
ハ
ム
へ
チ
ェ
ル
ワ

ー
ス
の
権
利
放
棄

no.
１２９
（
一
一
九
五
―
一
二
一
三
年
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ラ
ヴ
ニ
ィ
か

ら
ア
ッ
シ
ュ
ウ
ェ
ル
の
地
代
年
八
シ
リ
ン
グ
と
生
産
物
な
ど
を
受

領

（
３９
）

H
.E

dw
ards,op.

cit.,
p.207.

（
４０
）
修
道
院
長
在
位
期
間
はD

.D
.K

now
les

ら
の
前
掲
書
、D

.M
.

Sm
ith

&
V
.C

.M
.
London

eds.,
T
he

H
eads

of
R
eligious

H
ouses

E
ngland

and
W
ales

1216

�1377

（C
am

bridge
,

2001

）
を
参
考
に
し
た
。

（
４１
）
こ
の
リ
チ
ャ
ー
ド
は
在
位
期
間
二
年
と
短
く
文
書
も
残
し
て
い

な
い
。（
二
）
の
リ
チ
ャ
ー
ド
と
同
一
人
物
の
可
能
性
も
あ
る
。
本

稿
で
は
以
後
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
と
言
う
場
合
（
二
）
の
リ
チ

ャ
ー
ド
を
指
し
、（
三
）
の
リ
チ
ャ
ー
ド
は
考
察
対
象
外
と
す
る
。

（
４２
）
一
一
〇
〇
年
直
前
の
文
書
が
Ｃ
群
no.
１２６
と
し
て
一
通
存
在
す
る
。

（
４３
）
カ
イ
ロ
グ
ラ
フ
は
一
つ
の
文
書
形
態
で
、「
一
葉
の
羊
皮
紙
に

同
一
の
内
容
を
二
度
以
上
書
き
記
し
、
境
目
に
付
さ
れ
た
文
字

（
典
型
的
に
は
《C

Y
R
O
G
R
A
PH

V
M

》）
を
横
切
っ
て
切
り
離
し

た
複
数
一
組
の
文
書
を
指
す
」（
森
貴
子
「
中
世
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
お
け
る
カ
イ
ロ
グ
ラ
フ
の
登
場
―
社
会
背
景
解
明
に
向
け
た

予
備
的
作
業
―
」『
愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
五
七
巻
、
二
〇

一
〇
年
、
二
一
三
―
五
六
頁
、
二
一
三
頁
）。

（
４４
）
松
尾
佳
代
子
前
掲
論
文
、
一
一
九
頁
。

（
４５
）
岡
崎
敦
氏
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
寄
進
文
書
」（『
歴
史
学
研

究
』
七
三
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
―
二
三
頁
、
十
九
頁
）
に

お
い
て
、
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
の
構
成
は
、「
一
般
に
、
発
給
者
別
、

時
間
順
、
所
領
別
の
三
種
に
分
類
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
。

（
４６
）
領
主
特
権
を
主
張
す
る
も
の
は
各
地
に
巡
回
す
る
王
の
裁
判
官

の
前
に
出
頭
、「
い
か
な
る
根
拠
に
も
と
づ
い
て
」（Q

uo
W
ar-

ranto

）
特
権
を
行
使
し
て
い
る
か
権
限
を
明
示
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
nos.
９８
〜
１０４
は
一
二
八
〇
年
大
巡
回
裁
判
で
の
答
弁
の
写
し

で
あ
る
。

（
４７
）
テ
ー
マ
の
順
序
は
重
要
度
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
見
え

る
。
様
々
な
地
域
の
所
領
別
文
書
に
土
地
保
有
家
系
別
の
文
書
が

挿
入
さ
れ
て
い
る
。

（
４８
）
し
か
し
集
め
る
際
あ
る
い
は
転
写
の
際
漏
れ
た
文
書
も
あ
り
、

そ
れ
ら
は
後
に
Ｂ
群
、
Ｃ
群
に
追
加
さ
れ
た
。（
註
３８
）参
照
。

（
４９
）
地
図
中
の
□
内
は
チ
ャ
ー
タ
ー
本
文
、
古
英
語
境
界
条
項
に
記

載
さ
れ
て
い
る
地
名
。
地
図
中
①
の
境
界
の
起
点
は
東
部
で
（E

r-
est

on
estew

arde

）、
そ
の
後
時
計
回
り
に
主
に
森
、
丘
、
川
、

道
、
木
な
ど
の
自
然
物
が
境
界
標
示
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
原
文

古
英
語
の
「dovelish

」（
現
在
の
ダ
ウ
リ
ッ
シ
ュ
）
も
お
そ
ら
く

ダ
ウ
リ
ッ
シ
ュ
川
を
指
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、「dunnepool

」

（
現
在
の
ダ
ン
ポ
ー
ル
）
もD

unna’s
pool

（E
.H

.B
ates,op.

cit.,
p.36

）、D
ow

n
Stream

（pool?

）（G
.
B
.
G
rundy,

op.
cit.,

p.140

）
と
い
う
池
あ
る
い
は
小
川
を
指
し
て
い
た
。
当
時
そ
れ

ら
が
地
名
と
し
て
通
用
し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
り
、
ま
たcat

-shaw
（sm

allw
ood

）
な
ど
現
在
確
実
に
は
特
定
で
き
な
い
場
所

も
あ
る
。
し
か
し
考
古
学
的
調
査
な
ど
に
よ
り
グ
ラ
ン
デ
ィ
は
ほ

史

学

第
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四
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と
ん
ど
の
場
所
を
推
定
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
推
定

地
を
つ
な
ぎ
、
特
定
で
き
る
地
名
を
取
り
上
げ
て
境
界
地
図
を
作

成
し
た
。
①
の
作
成
に
は
以
下
の
二
著
を
参
考
に
し
た
。E

.H
.

B
ates,op.

cit.,
pp.36

�7,G
.
B
.G

rundy,
op.

cit.,
pp.

138

�42

。

地
図
中
の
②
、
③
も
同
様
の
方
法
で
図
化
し
た
。
②
の
境
界
条
項

は
パ
レ
ッ
ト
川
の
西
側
、
ラ
ン
グ
ポ
ー
ト
の
南
を
起
点
と
し
反
時

計
回
り
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。E

.H
.B

ates,op.
cit.,

pp.38

�40,
G
.B
.G

rundy,op.
cit.,

pp.131

�33

参
考
。
地
図
中
③
に
つ
い

て
、
グ
ラ
ン
デ
ィ
は
境
界
標
示
が
実
際
の
地
形
に
合
わ
な
い
と
述

べ
、
一
部
の
文
章
は
転
写
の
際
配
置
換
え
さ
れ
た
と
推
測
し
、
③

の
よ
う
な
境
界
を
考
え
て
い
る
。E

.H
.B

ates,op.
cit.,

pp.48

�

9,G
.B

.G
rundy,op.

cit.,
pp.136

�38

参
考
。

（
５０
）
（
年
代
不
明
）
は
日
付
の
記
載
が
な
い
も
の
。
し
か
し
人
名
な

ど
か
ら
当
該
期
と
確
定
で
き
る
。

（
５１
）
こ
の
チ
ャ
ー
タ
ー
の
証
人
リ
ス
ト
に
リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
ベ
ル

（
父
）（
一
一
五
二
年
頃
―
一
二
一
三
年
）
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
no.
１２９
は
一
二
一
三
年
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

（
５２
）

C
.
T
horn

&
F
.
T
horn

,
D
om

esday
B
ook

Som
erset,

C
hichester,1980,9

�3.

（
５３
）
リ
チ
ャ
ー
ド
以
降
ウ
ォ
ル
タ
ー
、
ジ
ョ
ン
両
修
道
院
長
も
イ
ル

ミ
ン
ス
タ
ー
の
諸
所
領
か
ら
土
地
を
譲
渡
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
ダ

ウ
リ
シ
ュ
、
ダ
ン
ポ
ー
ル
所
領
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
リ
チ
ャ

ー
ド
以
降
の
修
道
院
長
に
と
っ
て
ダ
ウ
リ
ッ
シ
ュ
、
ダ
ン
ポ
ー
ル

所
領
問
題
は
こ
の
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
に
す
で
に
決
着
し
て

い
た
た
め
に
、
両
所
領
の
譲
渡
が
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
ウ
ォ

ル
タ
ー
修
道
院
長
は
、
イ
ル
ミ
ン
ス
タ
ー
の
ク
レ
イ
ハ
ン
ガ
ー

（
nos.
１８
〜
２０
）、
ホ
ル
ト
ン
（
no.
５２
）
を
譲
渡
さ
れ
、
ジ
ョ
ン
修
道

院
長
は
、
ア
シ
ュ
ウ
ェ
ル
（
nos.
５９
、
６０
）、
ク
レ
イ
ハ
ン
ガ
ー
（
no.

６３
）、
シ
ー
（
nos.
６９
、
７１
）
を
得
た
。

（
５４
）

E
.H

.B
ates,op.

cit.,
p.35.

な
お
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
修
道

院
チ
ャ
ー
タ
ー
Ｓ
２５１
と
は
、Y

lem
inister,X

X
,Frody,abbati,

M
ycleneya

の
文
言
が
異
な
る
の
み
で
他
は
す
べ
て
同
一
で
あ
る
。

（
５５
）

E
.H

.E
dw

ards,op.
cit.,

p.205.

エ
ド
ワ
ー
ズ
は
地
名
も
通

常
一
致
し
な
い
と
述
べ
る
。

（
５６
）
nos.
１４
〜
１６
、
３３
、
３４
、
７４
の
要
約
は
挙
げ
な
い
が
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
は
本
文
お
よ
び
表
を
参
照
。

（
５７
）
リ
チ
ャ
ー
ド
・
バ
ル
は
お
そ
ら
く
リ
チ
ャ
ー
ド
（
子
）
の
テ
ナ

ン
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
５８
）
リ
チ
ャ
ー
ド
・
リ
ベ
ル
（
子
）
は
一
二
二
二
年
歿
。
娘
サ
ビ
ー

ナ
は
ヘ
ン
リ
ー
・
オ
ル
テ
ィ
ア
ッ
ク
（
一
一
九
〇
年
頃
―
一
二
四

二
年
）
と
そ
れ
以
前
に
結
婚
、
no.
５０
は
日
付
の
記
載
な
く
、
ま
た

修
道
院
長
名
も
な
い
。
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
は
一
二
三
五
年
ま

で
の
在
位
で
あ
る
。
no.
５０
が
一
二
三
五
年
以
後
一
二
四
二
年
ヘ
ン

リ
ー
歿
ま
で
の
文
書
だ
と
す
れ
ば
修
道
院
長
は
ウ
ォ
ル
タ
ー
で
あ

る
。
し
か
し
no.
５０
に
は
「
私
や
妻
サ
ビ
ー
ナ
、
継
承
者
た
ち
ま
た

老
（
義
祖
父
）
リ
チ
ャ
ー
ド
、
若
（
義
父
）
リ
チ
ャ
ー
ド
と
そ
の

妻
マ
ー
ブ
ル
、
祖
先
・
子
孫
た
ち
の
魂
の
安
寧
の
た
め
」
と
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
チ
ャ
ー
タ
ー
は
家
督
相
続
し
た
際
作
成
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
no.
５０
は
一
二
二
二
年
義
父
の
死
直
後
に
出
さ
れ
た
可
能

性
の
あ
る
、
お
そ
ら
く
リ
チ
ャ
ー
ド
修
道
院
長
期
の
文
書
で
あ
る
。

（
５９
）
「qui

de
hom

inibus
eorum

sive
sint

liberi
sive

servi
de

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

九
七
（
四
一
三
）



draitune
de

Y
le

vel
de

fifhide
et

cetero
in

hundred
de

A
bbedic

velde
B
ulestan

propter
assisas

fractas
et

are
ven-

ditionem

」B
L,A

dd
M
S
56488,fols.43v

〜44r.

エ
ー
ル
販
売

以
外
に
ど
の
よ
う
な
規
則
に
違
反
し
た
場
合
で
あ
る
か
は
不
明
で

あ
る
。

（
６０
）

E
.H

.B
ates,op.

cit.,
p.63.

一
〇
八
六
年
、
キ
ャ
メ
ル
は
マ

ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
が
保
有
し
て
い
た
。

（
６１
）
一
二
四
二
年
の
ヘ
ン
リ
ー
歿
後
は
妻
サ
ビ
ー
ナ
（
不
明
―
一
二

五
四
年
）
が
リ
ベ
ル
家
の
財
産
を
相
続
し
、
サ
ビ
ー
ナ
歿
後
は
彼

ら
の
孫
ヘ
ン
リ
ー
（
一
二
五
二
年
頃
―
一
三
二
一
年
）
が
お
そ
ら

く
後
見
人
の
も
と
で
リ
ベ
ル
家
を
継
い
だ
。

（
６２
）
そ
の
後
間
も
な
く
、
遅
く
と
も
一
三
二
七
年
に
は
リ
ベ
ル
家
は

ダ
ウ
ン
ヘ
ッ
ド
を
放
棄
し
て
い
た
（E

.H
.B

ates,op.
cit.,

p.111

）。

（
６３
）
一
〇
八
四
年
頃
のG

eld
Inquest

で
は
ア
ブ
デ
ィ
ッ
ク
・
ハ

ン
ド
レ
ッ
ド
に
は
一
四
所
領
、
バ
ル
ス
ト
ー
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド

に
は
七
所
領
あ
っ
た
（S.C

.M
orland,‘T

he
Som

erset
H
un-�

dreds
in

the
G
eld

Inquest
and

their
D
om

esday
M
anors,

Som
erset

A
rchaeological

and
N
atural

H
istory

134,1990,pp.
95

�140,pp.100

�101

）。

（
６４
）
ベ
イ
ツ
は
「
リ
ベ
ル
家
は
こ
れ
ら
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
フ
ラ
ン
チ

ャ
イ
ズ
（
特
権
）
を
も
っ
て
い
た
」
と
述
べ
る
（E

.H
.B

ates,op.
cit.,

p.73,no.50

）。

（
６５
）
ア
ス
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
ア
ブ
デ
ィ
ッ
ク
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
中

心
地
は
イ
ル
ト
ン
で
、
バ
ル
ス
ト
ー
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
中
心

地
は
カ
リ
ー
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
〇
八
六
年
ド
ゥ
ー
ム
ズ
デ
ィ

当
時
は
実
質
一
つ
の
単
位
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
ア
ブ
デ

ィ
ッ
ク
の
ア
シ
ー
ル
所
領
は
バ
ル
ス
ト
ー
ン
の
カ
リ
ー
へ
毎
年
三

〇
ペ
ン
ス
支
払
う
義
務
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
つ
の
ハ
ン
ド
レ

ッ
ド
は
も
と
も
と
が
広
大
な
王
領
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
ア

ス
ト
ン
は
述
べ
る
（M

.A
ston,‘A

n
E
arly

M
edievalE

state
in

the
Isle

V
alley

of
South

Som
erset

and
the

E
arly

E
ndow

-
m
ents

of
M
uchelney

A
bbey’,

Som
erset

A
rchaeology

and
N
atural

H
istory

152,2009,pp.83

�103,pp.94

�7

）。

（
６６
）
し
か
し
、
こ
の
no.
５０
の
文
書
を
な
ぜ
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院

が
保
管
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
no.
５０
は
チ
ャ
ー
タ
ー
で
あ
り
、

「
私
ヘ
ン
リ
ー
・
オ
ル
テ
ィ
ア
ッ
ク
は
以
下
の
こ
と
を
与
え
承
認
し

こ
の
現
チ
ャ
ー
タ
ー
に
よ
り
確
認
し
た
（E

go
H
enricus

de
O
r-

tiaco
dedi

concesse
et

hac
presenti

carta
m
ea

confir-
m
avi

）」
と
い
う
文
に
続
い
て
「
一
方
で
私
と
私
の
相
続
人
た
ち
、

そ
し
て
私
の
主
人
（
領
主
）
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
長
た
ち

―
彼
ら
は
事
情
に
よ
り
相
対
し
て
い
た
―
と
の
間
で
永
遠
に
平
和

の
賜
物
を
も
つ
た
め
に
（pro

bono
pacis

habendo
im

per-
petuum

inter
m
e
et

heredes
m
eos

ex
una

parte
et

dom
i-

nos
m
eos

abbates
de

m
uchelney

qui
pro

tem
pore

fuerint
ex

altera

）」
と
、
リ
ベ
ル
家
と
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
と
の
対

立
関
係
を
暗
示
す
る
文
章
が
あ
る
。
修
道
院
長
が
領
主
と
は
何
を

意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
修
道
院
長
が
リ
ベ
ル
家
保
有
の

所
領
の
領
主
な
の
か
、
あ
る
い
は
修
道
院
長
が
こ
の
ハ
ン
ド
レ
ッ

ド
の
領
主
で
リ
ベ
ル
家
が
ベ
イ
リ
フ
（
代
行
人
）
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の

規
則
違
反
の
罰
金
を
四
ペ
ン
ス
以
下
で
リ
ベ
ル
家
が
科
す
チ
ャ
ー

史

学
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タ
ー
を
修
道
院
が
保
管
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
件
を
領
主
と
し
て

承
認
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
（
no.
５０
の
原
文
はB

L,A
dd

M
S
56488,

fols.43v

〜44r

）。

（
６７
）

E
.H

B
ates,op.

cit.,
p.6.

バ
ル
ス
ト
ー
ン
・
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド

は
こ
の
名
に
因
む
。

（
６８
）
no.
１５
は
一
二
二
八
年
ヒ
ュ
ー
・
モ
ン
ト
ソ
レ
ル
が
修
道
院
へ
ブ

レ
イ
ド
ン
の
土
地
な
ど
を
譲
渡
し
た
チ
ャ
ー
タ
ー
で
、
証
人
リ
ス

ト
に
ヘ
ン
リ
ー
・
オ
ル
テ
ィ
ア
ッ
ク
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

ベ
イ
ツ
は
リ
ベ
ル
家
の
ヘ
ン
リ
ー
が
ブ
レ
イ
ド
ン
地
方
の
数
所
領

の
領
主
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
（E

.H
.B

ates,op.
cit.,

p.53

）。

（
６９
）
ロ
ー
サ
ム
家
は
そ
の
代
わ
り
キ
ャ
サ
ン
ガ
ー
の
生
産
物
を
毎
年

修
道
院
へ
譲
渡
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
滞
り
が
生
じ
、
再
び
係
争

が
起
き
、
一
二
六
八
年
ジ
ョ
ン
修
道
院
長
と
ロ
ー
サ
ム
家
と
の
間

で
最
終
和
解
が
成
っ
た
（
nos.
３５
、
３６
）。

（
７０
）
ア
ル
ボ
モ
ナ
ス
テ
リ
オ
家
（B
lancm

usters
）
は
ア
イ
ル
近
辺

お
そ
ら
く
フ
ァ
イ
ヴ
ヘ
ッ
ド
に
土
地
を
も
っ
て
い
た（E

.H
.B

ates,
op.

cit.,
p.77

）。

（
７１
）

M
.A

ston,op.
cit.,

2009,pp.90

�1.

（
７２
）
一
二
〇
六
―
一
九
年
バ
ー
ス
・
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
司
教
。
一

二
一
九
―
四
二
年
バ
ー
ス
司
教
。
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
と
ア

テ
ル
ニ
ー
修
道
院
は
当
時
こ
の
司
教
管
轄
区
内
に
在
っ
た
。

（
７３
）

W
.Page

ed.,A
H
istory

ofthe
C
ounty

of
Som

erset
vol.

2,
O
xford,1911,pp.99

�103.

（
７４
）
一
一
九
二
―
九
七
年
バ
ー
ス
司
教
。
一
一
九
七
―
一
二
〇
五
年

バ
ー
ス
・
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
司
教
。

（
７５
）

R
.W

.D
unning

ed.,
A

H
istory

of
the

C
ounty

of
Som

erset

vol.3,O
xford,1974,p.147.

（
７６
）
no.
１０
「…

to
the

A
bbot

and
C
onvent

of
A
thelingenye

their
portion

w
hich

of
old

they
have

been
w
ont

to
take

in
the

said
parish.

」E
.H

.B
ates,op.

cit.,
p.50.

そ
の
取
り
分
と

は
後
年
一
二
五
四
年
に
サ
マ
ー
ト
ン
王
領
地
の
十
分
の
一
税
を
ア

テ
ル
ニ
ー
修
道
院
が
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
へ
与
え
て
い
る
の

で
（
no.
１１
）、
十
分
の
一
税
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
７７
）
nos.
９８
〜
１００
の
審
問
調
査
（
一
二
八
〇
年
）
で
は
、
マ
ッ
チ
ェ
ル

ニ
ー
修
道
院
長
が
、
古
い
時
代
か
ら
サ
マ
ー
ト
ン
教
会
の
代
理
司

祭
禄
を
も
ち
教
区
の
所
領
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
、
確

認
さ
れ
た
。

（
７８
）
中
村
敦
子
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
制
服
王
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
証
書
の
な
か

の
「
偽
文
書
」
―
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
修
道
院
宛
証
書
か
ら
ー
」

國
方
敬
司
・
直
江
眞
一
編
『
史
料
が
語
る
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
刀

水
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
三
―
二
二
頁
。

（
７９
）
修
道
院
長
は
マ
ッ
チ
ェ
ル
ニ
ー
修
道
院
を
管
轄
す
る
司
教
の
動

向
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
修
道

院
長
は
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
修
道
院
へ
赴
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
際
に
は
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ー
の
チ
ャ
ー
タ
ー
や
カ
ー
チ
ュ
ラ

リ
ー
を
見
た
可
能
性
が
あ
る
。R

.Sutherland-H
arris

は
グ
ラ
ス

ト
ン
ベ
リ
ー
修
道
院
と
バ
ー
ス
司
教
と
の
こ
の
騒
動
に
、
双
方
と

も
優
位
に
立
と
う
と
チ
ャ
ー
タ
ー
や
カ
ー
チ
ュ
ラ
リ
ー
ま
た
年
代

記
の
よ
う
な
記
録
が
使
わ
れ
た
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い

る
（’A

uthority,T
ext,and

G
ernre

in
A
ccounts

of
D
iocesan

Struggle
:T

he
B
ishops

of
B
ath

and
G
lastonbury

and
the

U
ses

of
C
artulary

E
vidence’,

in
S.

K
anges,

M
.
K
orpiola

&

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
期
チ
ャ
ー
タ
ー
の
偽
作
問
題

九
九
（
四
一
五
）



A
.T

uija
eds.,A

uthorities
in

the
M
iddle

A
ges

:Influence,
Le-

gitim
acy

and
Pow

er
in

M
edieval

Society,
B
erlin,

2013,
pp.

107

�22

）。

（
８０
）
no.
１
の
み
は
前
述
の
よ
う
に
エ
ド
ワ
ー
ズ
が
偽
作
時
期
と
偽
作

理
由
を
推
測
し
て
い
る
。

史

学

第
八
三
巻

第
四
号

一
〇
〇
（
四
一
六
）


